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部落問題の根本的な解決と福井県における人権政

冠省

今から80年前の、 1922年3月3日、私たちの先輩達は、部落差別の撤廃と人権確立
社会の到来を求めて全国水平社を創立し、 「人の世に熱あれ人間に光りあれ」と呼びかけ
た水平社宣言を採択しました｡福井県においても↑923a■水平社が創立され
ています。その後、日常公然と存在していた差別に対して糾弾を展開し、差別の撤廃を社会
に訴えました。この糾弾は、軍隊内にも存在していた差別にまで及ぶものでありました。 1
,935年には鶴融和事業完成10カ年計画が策定され部落差別撤廃に向けた施策が開始され
ましたが、時局が日中戦争から第2次世界大戦へと突入する中で、この計画も立ち消えとな
りました｡~運動に対する弾圧が強化される中で､最後まで抵抗したものの水平社運動も自然
消滅を余儀なくされるに至りました。

日本は、周辺諸国人民に筆舌に尽くしがたい被害を与え、自らも広島・長崎への原爆投下
に象徴される被害を受けて敗戦しました｡この戦争を深刻に反省することの中から戦争放棄、
主権在民、基本的人権尊重を基本的な柱とする日本国憲法を制定しました。 1946年2月
に部落解放全国委員会として運動を再建した私たちの先輩達は、部落差別の撤廃を求めて、
日本国憲法の中に差別撤廃に役立つ条項を盛り込むことを関係方面に要請しました｡この結
果、法の下の平等を定めた第14条に「社会的身分又は門地」との字句が､第24条には｢婚
姻の自由」に関する規定が盛り込まれました。

日本国憲法の中に、差別を否定する一般的な親定が盛り込まれはしたものの、それを具体
化するための法制度の整備はなされませんでした。 1950年代に入り、各地で一般施策が
被差別部落を素通りしている実態が明らかになり､部落の実態に見合った施策の実施を求め
た運動が展開されていきました。この取り組みは、やがて部落解放同盟（1955年改称）
を中心とした国策樹立請願運動へと発展し、 1965年8月、内閣同和対策審議会答申（同
対審答申）が出されることとなりました。この答申では、 「同和問題は､我が国におけるも
っとも深刻な社会問題である」こと、 「同和問題の早急な解決は国の責務であると同時に国
民的な課題である」ことが明らかにされました。

この答申を受け、1969年7月､同和対策事業特別措置法が制定され､本年3月末までへ
－連の特別措置法に基づく施策が実施されてきました。この結果、部落差別の実態は､住環
境面を中心に改善されてきました。しかしながら、生活や教育、就労や産業等の実態は今日
なおも格差が存在しています｡差別意識も結婚問題を中心に依然として根深いものがありま
すし、悪質な差別事件も後を絶っていません。このため、私たち|ま、 1985年5月、各階
各層の人々と連携し部落問題の根本的な解決に役立つ「部落解放基本法案」を取りまとめ、
その実現を求めた国民運動を本格的に開始しました。2002年7月現在、部落解放基本法
案を踏まえた部落差別撤廃・人権擁護条例は722の自治体に達しています。福井県におい
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ては、部落差別撤廃・人権条例は、高浜町のみであります。
一方、 日本は国際人権規約（1979年） 、人種差別撤廃条約（1995年）を締結し、
これらの条約の履行状況を報告した政府報告書の審査もそれぞれの条約委員会で行われて
きました。その結果出された勧告の中では、部落問題解決に向けた政府の取り組みの必要性
が明確に盛り込まれています｡~

1996年5月、地域改善対策協議会意見具申が出されました。この中で、部落差別の現
状について、これまでの取り組みによって改善されてきたものの依然として重大な社会問題
であるとし、同対審答申の基本精神を踏まえ、今後とも国、地方公共団体、国民が一体とな
ってこの問題の解決に取り組むことの必要性を指摘しました。そして、今後求められる基本
的方策として、①差別意識を払拭するための教育・啓発、②人権侵害の効果的な救済等、③
_生活や教育、職業や産業面等で存在している格差の是正、④施策の適正化、が指摘されまし
た。

この内、教育・啓発については、2000年12月、人権教育および人権啓発の推進に関
する法律（ 「人権教育・啓発推進法」 ）が公布・施行されました。今後、真に部落差別意識
を撤廃し人権文化を創造していくため、この法律の具体化が求められています。人権侵害の
救済等については、第154通常国会に人権擁護法案が上程されていますが、 ~1993年に
国連総会で採択された国内人権機関の地位に関する原則（パリ原則）を踏まえたものとなっ
ていないという問題があります。さらに、生活や教育､職業や産業面等で存在している格差
を是正するために、今後一般施策を活用。創設してい~くこと、被差別部落を含む周辺地域を
も人権が尊重されたまちに作り替えていく取り組みが求められています。
2001年4月、地方分権一括法が施行され、国と自治体は法的には対等の存在となり、

いくつかの権限が自治体に委譲されました。どの結果、部落差別の撤廃と人権の確立につい
ても、国のみならず、 自治体の果たす役割は従来以上大きなものとなってきています。
昨年8月から9月にかけて、国連主催で反人種主義･差別撤廃世界会議が南アフリカのダ

ーバンで開催されました。この会議で採択された｢宣言」と「行動計画｣の中では、 2，世
紀を平和で人々に豊かな生活を保障していく世紀としていくために､国際的な連携の下で、
差別を撤廃し人権を確立していくことの必要性が強調されました。
かくして、世界はもとより日本、さらには自治体においても差別の撤廃と人権確立は、も
っとも重要な課題となってきています。水平社宣言、日本国憲法､同対審答申、部落解放基
本法案、地対協意見具申（1996年5月） 、国際人権規約､~人種差別撤廃条約、ダーバン
宣言・行動計画等を踏まえ、部落問題の根本的な解決を速やかに達成し人権実現社会を構築
するために、福井県に対し以下の要請をいたします。

記

【基本要求】

1 ，人権擁護法案に関して、以下の事項を政府をはじめ関係方面に要請されたい。

（1）内閣同和対策審議会答申、悪質な部落差別事件の実態、日本が締結した国際人権諸条
約、国内人権機関の設置に関する原則（パリ原則）等を踏まえ、抜本修正を行う．こと。
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（2）人権に関する定義として、 「日本国憲法、国際人権規約をはじめとする日本が締結し
~た人権条約で定められた人権である」ことを明確に盛り込むこと。

（3）禁止の対象に、 「部落民を皆殺しにせよ」といった集団に対する差別扇動、部落差別
身元調査を加えること。

（4） 「人権委員会」を法務省の外局ではなく、内閣府の外局またはパリ原則を踏まえた独
立委員会とすること。

（5）少なくとも都道府県単位にも「人権委員会」を設置すること。

（6） 「人権委員会」の事務局は、人権に精通した職員を人権委員会が独自に採用できるよ
うにすること。

（7）マスメディアによる人権侵害は一般救済の対象にとどめること。

（8）人権擁護委員を抜本的に見直し、人権相談員（仮称） として一定の研修を義務づけ、
有給化すること。

（9）人権委員会が、わが同盟を始めとする人権NGOとの積極的な連携を図ることを明記
すること。

2，実態調査の実施に関して

(1)県として、早急に全面的な部落実態調査を実施されたい。

(2)国のレベルでも、早急に全面的な部落実態調査を実施するよう、政府に要請されたい。

~(3)内閣総理大臣をはじめ各大臣による部鳶視察を実施するよう、政府に要請されたい。

3， 「法」期限切れ後の同和行政に関して

（1） 96年5月の地域改善対策協議会意見具申を踏まえられたい。特に、以下の指摘を踏
まえられたい。

①「 （同和問題の解決は）依然として我が国における重大な課題と言わざるを得ない。 」
②｢同和問題など様々な人権問題を一日も早く解決するよう努力することは､国際的責務
である。 」
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③「その（同対審答申）精神をふまえて、今後とも、国や地方公共団体はもとより、国民
の一人一人が同和問題の解決に向けて主体的に努力していかなければならない。 」

④「同和問題を人権問題という本質から捉え、解決に向けて努力する必要がある。 」
⑤『同和問題は過去の課題ではない。この問題の解決に向けた今後の取り組みを人権に関
わるあらゆる問題の解決につなげていくという、広がりを持った現実の課題である。 」

⑥「今後、差別意識の解消を図るに当たっては、これまでの同和教育や啓発活動の中で積
み上げられてきた成果とこれまでの手法への評価を踏まえ､すべての人の基本的を尊重
していくための人権教育、人権啓発として発展的に再構築すべきと考えられる。その中
で、同和問題を人権問題の重要な柱と捉え、この問題に固有の経緯等を十分に認識しつ
つ、国際的な潮流とその取り組みを踏まえて積極的に推進すべきである。 」

⑦「同対審答申は、 『部落差別が現存する限りこの行政は積極的に推進されなければなら
ない』と指摘しており、特別対策の終了、すなわち一般対策への移行が、同和問題の早
期解決を目指す取り組みの放棄を意味するものでないことはいうまでもない｡一般対策
移行後は、従来にも増して、行政が基本的人権の尊重という目標をしっかり見据え、一
部に立ち遅れのあることも視野に入れながら､地域の状況や事業の必要性の的確な把握
に努め、真筆に施策を実施していく主体的な姿勢が求められる。 」

（2）一般施策を活用（創設も含む）し、今後いかにして部落差別の撤廃をはかっていくか
を明らかにされたい。とくに、上記の視点を踏まえた基本方針、基本計画を明らかにされた
い。

（3）部落問題解決に関わった総合調整。企画立案機能を持った体制を整備されたい。

（4）国に対して、以下の要請をされたい。 ~

①｢地対財特法｣期限切れ後の部落問題解決に向けた基本方針､基本計画を策定すること。

②部落問題解決に向け総合調整・企画立案機能をもった体制を内閣府に設置すること。

③各省庁においても部落問題解決に向けた体制を整備すること。

4，人権行政の推進に関して

（1） これまでの同和行政の成果を踏まえ《人権行政を創造されたい。

（2）あらゆる部の施策に人権の視点を盛りこまれたい。

（3）人権行政を推進していくための基本方針、基本計画を策定されたい。

（4）人権行政を推進していくための審議会を設置されたい。

I
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(5)NPOによる人権行政の推進人権のまちづくりを積極的に支援されたい。

（6）国に対して、以下の要請を行われたい。

①これまでの同和行政の成果を踏まえ、人権行政を創造すること。

②あらゆる府省庁の施策に人権の視点を盛りこむこと。

③人権行政を推進していくための基本方針、基本計画を策定すること。

④人権行政を推進していくための審議会を設置すること。

⑤人権省又は人権庁を設置すること。当面内閣府の中に人権局を設置すること。

⑥自治体やNGO､NPOによる人権行政の推進､人権のまちづくりを積極的に支援すること。

⑦人権行政を推進し､人権のまちづくりを支援していくための根拠となる法律を整備するこ
と。

5， 「人権教育。啓発推進法」の具体化に関して
~

（1） 「人権教育・啓発推進法」を広く県民に普及・宣伝されたい。

（2） ~ 「人権教育・啓発推進法」をうけた「人権教育？啓発基本計画」を策定されたい。

（3）人権教育・啓発の取組状況を毎年報告されたい。

（4）人権教育。啓発に取り組むNPOを積極的に支援されたい。

（5）国に対して、以下の要請をされたい。

①2001年度の取り組みに関する年次報告を明らかにすること。とくに、年次報告提出の
時期、年次報告の枠組み、策定方式を明らかにすること。

②カリキュラムやテキストを策定し、特定職業従事者に対する人権教育.啓発を強化するこ~と。

③自治体やNGOによる人権教育・啓発を積極的に支援すること。
■

④「基本計画」を早期に改訂すること。とりわけ人権NGOを敵視した国権主義的な部分を
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削除すること。

⑤「基本計画」の改訂に当たっては、専門家、 自治体、NGO等の参画を得た懇話会を設置すること。

⑥（財）人権教育・啓発推進センターの役員と職員へ、被差別の当事者、人権教育に関わっ
てきた専門家やNGOが積極的に参画できるように、抜本的に改組すること。

6，差別撤廃・人権確立を求めた国際的な潮流との連帯に関して

（1）日本が締結した国際人権規約や人種差別撤廃条約、さらにはこれらの条約委員会から
出された日本に対する勧告を県職員、県民に普及・宣伝し、県内での実施に取り組むこと。

（2）国に対して、以下の要請をされたい。

①自由権規約委員会､社会権規約委員会､人種差別撤廃委員会から出された部落差別撤廃に
向けた勧告を誠実に履行すること。

②自由権規約の第1 ・第2選択議定書の批准､人種差別撤廃条約の第14条の受け入れを行
うこと。

③社会権規約や人種差別撤廃条約の留保条項を撤回すること。 ~

④自由権規約、社会権規約、人種差別撤廃条約に関する政府報告書の策定に当たって、関係
NGOとの建設的な対話を実施すること。

⑤「人権教育のための国連10年」に関する取り組みを強化するとともに、日本の取り組み
を国連人権高等弁務官事務所に報告すること。また、これまでの取り組みを総括し「第2次
10年」に取り組むよう、日本政府としても国連人権高等弁務官事務所等関係方面へ積極的
な働きかけること。

⑥昨年8･9月南アフリカのダーバンで開催された反人種主義･差別撤廃世界会議で採択さ
れた「宣言」 ・ 「行動計画」を普及・宣伝するとともに国内行動計画を策定すること。その
際、NGOとの連携を図ること。

⑦2003年は､世界人権宣言55周年にあたる。この年に、国連人権高等弁務官事務所等
と連携をとり、人権に関する有意義な国際会議を日本の地で開催すること。 ~
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~ 2002年8月22日

部落問題解決に向けた福井県に対する要求項目

【独自要求】
ﾉ ﾛ

1 人権啓発推進のための市町村連絡協議会（首長レベル）をつくってほしい。
~~

2県が実施したとされる県民意識調査について、結果はどうであったか。
そのことについてどう考えるか。

3特措法の成果を損なうことのないようにする為の方策をどうするかを明らかにされ
たい。

・同和加配教員の配置と活用 ・解放奨学金の周知徹底

4■■■を充実していくための支援をしてほしい。

5■■■■■婁業に関わる推進計画を明らかにされたい。

6■■■■－－0の管理費用を助成されたい。 ~

7■ ~ ■■原因を明らかにし改善されたい。

』

【基本要求】

1 「法」期限切れ後の同和行政に関して

（1）一般施策を活用（創設も含む）し、今後いかにして部落差別の撤廃をはかって
いくかを明らかにされたい。 とくに、上記の視点をふまえた基本方針、基本計画
を明らかにされたい。

2 実態調査の実施に関して

~ (i)県として、早急に全面的な部落実態調査を実施されたい。

3人権行政の推進に関して

（1）これまでの同和行政の成果をふまえ、人権行政を創造されたい。
（2）人権行政を推進していくための基本方針、基本計画を策定されたい。

4 「人権教育・啓発推進法」の具体化に関して

（1） 「人権教育・啓発推進法」を広く県民に普及・宣伝されたい。
（2） 「人権教育・啓発推進法」をうけた「人権教育・啓発基本計画」を策定されたい。
（3） 「人権教育・啓発基本計画」を各自治体が制定するよう指導されたい。

5人権擁護法案に関して、以下の事項を政府をはじめ関係方面に要請されたい。
別添『部落問題の根本的な解決と福井県における人権政策確立に向けた要請書』の
記の1の（1）～（9）について
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● ﾛ

部落問題解決に向けた福井県に対する独自要求項目回答（部落解放同盟福井県連合会）
14． 8． 22

~

要求項目
回 答

~

1 人権啓発推進のための市町村連絡協
議会（首長レベル）を作ってほしい。 平成1~1年11月、人権啓発を連携・協力して行うことを目的に､~県内の国、県、市町村等、人権啓発

活動を行う機関で構成する「福井県人権啓発活動ネットワーク協議会」が設置された。
これまで、この協議会では、ふれあい人権フェアや人権週間啓発を県その他関係機関と連携．協力して行ってきたところである。

県としては、この協議会と連携を密にしながら、人権啓発に積極的に取り組んでいきたい。
また、 「市町村人権・同和問題啓発主管課長会議」を開催し、県と市町村との意志疎通を密にし、人権施策の効果的な推進に努めている。

’

_ノ

『

’
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部落問題解決に向けた福井県に対する独自要求項目回答（部落解放同盟福井県連合会）
14． 8． 22

l ■

要求項目 回 答

県では、平成13年度に「人権問題に関する県民意識」をテーマとした県政アンケートを初めて実施し
た。 ~

質問総数は20問で、 うち人権全般が4問、同和問題が8問、その他の分野が8問という内訳となって
いる。

~人権全般の4問については、次のとおりとなっている。 ~

① 「今の日本は、基本的人権が尊重されている社会と思うか」 という問に対して、 「そう思う」、 「ど
ちらといえばそう思う」が75％、 「そう思わない｣、 「どちらといえばそう思わない」が21． 6％
である。

② 「これまで、 自分の人権が侵害されたと思ったことがあるか」 という問に対して、 「侵害されたと
思ったことがある」が29． 1％である。

2県が実施したとされる県民意識調査

について､結果はどうであったが｡
そのことについてどう考えるか｡ ~

③侵害されたと思った人に対して行った質問で［どのような対応をしたか｣ ~という問に対して、 「身
近な人に相談した」が40． 6％、 「黙って我慢した」が~41． 4％である。

④ 「もし、人権が侵害された場合、まずどのように対応をするか」 という問に対して、 「身近な人に
相談する」が42． ~8％、 「相談機関に相談する」が24． 1％、 「黙って我慢する」が3％である。

~ このほか､女性の問題については､男女の役割を性別により固定的に考える傾向が色濃く残っていたり、
ハンセン病については、 「言葉を知っているが､どのような病気であるか知らない｣、 「まったく知らない」
が合わせて33． 6％となっている。

この県政アンケートを通じて､今後とも基本的人権が尊重される社会を形成するために、県民全体の問
題としてとらえ、さらに人権教育･啓発に関するきめ細かな施策を積極的に進める必要がある~と考えてい
る。

2
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また、同和問題の8問については、次のとおりであり、平成5年総務庁調査の全国値とほぼ同様の

数値となった。

①同和地区、同和問題に対する認知度については「少し知っている」が45％で最も多く、次に「よ
く知っている」が39％という結果になった。

②圃和地唇伺獅闘題の認知方綾について陰『家族から｣がﾖ｡……微に｢ﾃﾚﾋ‘本から」が16． 9％とい,う結果になった。

’

~

③同和地区の起源については「江戸時代の支配者によって、民衆を支配する手段としてつくられた」
が52． 1％で最も多く、次に「人種（民族）が違う」が15． 3％という結果になった。

④同和地区出身者に対する差別の原因についての複数回答では「同和地区に対する偏見が強く、人々
の人権意識が低いから」が55． 7ポイントで最も多く、次に「世間では同和問題に関する話題を
なんとなく避ける傾向にあるから」が36ポイントという結果になった。

⑤隣近所の人が同和地区の人であることがわかった場合の態度については｢これまでと同じように親
しくつきあう」が78． 6％で最も多く、次に「表面的にはつきあうが、できるだけつきあいはさけ
ていく｣~が186 0％という結果になった。

⑥結婚に対する態度（既婚者）では「子供の意思が強ければしかたがない」が49． 3％で最も多く、
次に「子供の意思を尊重する。親が口出しすべきでない」が36． 4％という結果になった。 ~
結婚に対する態度（未婚者）では「親の説得に全力を傾けたのち､ 自分の意志を貫いて結婚する」
が56． 7％で最も多く、次に「自分の意志を貫いて結婚する」が22． 4％という結果になった。

⑦同和問題の解決に対するあなたの態度については「自分も市民の一人としてこの問題の解決に
努力すべき」が41． 3％で最も多く、次に「なりゆきにまかせるよりしかたがない」が~23． 6％
という結果になった。

へ

⑧同和問題を解決するためのあなたの考え方についての複数回答では｢同和地区外の人によく理解し’
てもらい、差別をしない人権尊重の意識を高める」が43． 5ポイントで最も多く~、次に「同和地区
の人が、差別に負けないように努力し、積極的に行政や同和地区外の人に働きかけていく」が
37.~ 4ポイントという結果になった。

このことから、差別意識の解消に向けての教育・啓発が今後とも重要であると考えている。

3
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部落問題解決に向けた福井県に対する独自要求項目回答（部落解放同盟福井県連合会）
14． 8． 22

’

’一

要求項目 回 答
~~~~~

3特措法の成果を損なうことのないよ

うにする為の方策をどうするかを明ら
かにされたい。 ．

本年3月をもって地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律が失効したため､経
過措置分を除いて地域改善対策修学奨励金が廃止されるとともに、同和加配もなくなった。
そこで、県では、経済的理由により修学が困難な生徒に対する支援策として、福井県奨学育英資金貸付

金を拡充するとともに、同制度の資格要件を緩和した。 ~

今後とも、経済的理由によって本県の子弟が進学を断念することのないよう、町教育委員会等関係機関
とも連携をとりながら、修学支援を進めていきたい。

また､~同和加配については、県全体で推進しているきめ細かな指導のための教員加配の中で、教育上の
格差の解消に向けて努力していきたい。

･同和加配教員の配置と活用

･解放奨学金の周知徹底

I

~
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部落問題解決に向けた福井県に対する独自要求項目回答（部落解放同盟福井県連合会）
14． 8． 22

要求項目 回~~ 答
I

4■■■を充実していくための支
援をしてほしい。 l■■整備および運営については､平成9年度より一般対策で対応しているところであり、

も、そ まいりたい。

調巽櫛瞭鯲…"…“
なお

県と

今後と

I

’
1 J

44

Ｉ
‐

、

ヘ
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部落問題解決に向けた福井県に対する独自要求項目回答（部落解放同盟福井県連合会）
、

14， 8． 22

要求項目
~

回 答

5 事業に関わる推進
たい。

■■■事業については、
い。

計画を踏まえて、県の事業 ’
一
言
脚
Ｈ

事業内容としては、切土工、道路工、駐車場、芝生広場、公園の造成整備を予定しており､.事業完
成は平成17年度を見込んでいる。

~

年次計画案

＜－－－

~

~

~

6

切土工

道路工
(公園区域内県道）

駐車場
~

芝生広場

公園造成

H14年度

～

H15年度

P

H16年度

戸

＜－－－

吾－－－－－

H17年度

~

戸

~

〆

崖

一一~－一

－－－－－－‐－－－－－－－－－－陰
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部落問題解決に向けた福井県に対する独自要求項目回答（部落解放同盟福井県連合会）
14， 8． 22

要求項目 回 答
~~

6■■■■咽 ~
助成されたい。

~

■管理費用を 管理費用の負担が軽減される方法を検討し、
ずる･

在り方などを相互に協議のうえ、適切な措置を講
｜ ’

~】~

~

、

’ ．

1
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部落問題解決に向けた福井県に対する独自要求項目回答（部落解放同盟福井県連合会）~
14． 8， 22

一

要求項目 回~ 答
~~

■■■' 7
る ：

ﾐ原因を明

らかにし改善

l~

~

》

！ ~ ’
－－－－－－皇一

~

8
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部落問題解決に向けた福井県に対する基本要求項目回答（部落解放同盟福井県連合会）
一

1 ~4． 8， 22上

~

要求項目
回 答

一

’ 1 ~ 「法」期限切れ後の同和行政に関し
て

一般施策を活用（創設も含む）し、
今後いかにして部落差別の撤廃を図
っていくかを明らかにされたい。

｜ 方熊表藤蛎膳職’
~’

一般施策の活用にあたっては、関係市町、関係団体の意見を聞く中で、地域の状況や事業の必要性の的確な把握のもと対応してまいりたい。

教育､産業就労等の残された課題については､福井県新長期構想｢福井21世紀ビジョン」および｢第
2次中期事業実施計画」に基づき、教育に関しては“心豊かな「学習福井」の創造"、産業に関しては
“独創性と活力あふれる「産業福井」の創造"、特に、就労に関しては「安定した就業機会の確保」に

|掲げた一般施策により､同和問題の解決に取り組んでまいりたい。
また、教育・啓発については「人権教育のための国連10年」福井県行動計画に掲げられた「多様な教

育･啓発活動の推進]、 「推進体制の整備･充実｣、 「誰もが参加しやすい雰囲気づくり｣、 「就職の機会均等の推進」に基づき実施してまいりたい。

｜
｜

｜
~ l

I

l

’ 一」
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部落問題解決に向けた福井県に対する基本要求項目回答（部落解放同盟福井県連合会）
14．． 8． 22

要求項目 回 答

2実態調査の実施に関して

県として、早急に全面的な部落実態
調査を実施されたい。

昨年の交渉の中で、 「先進的な他県を調査するとともに、関係市町の中にもさまざまな考えがあるこど
から､関係方面の意見を聞く中で研究したい｣と回答したが､そのことを踏まえ､鳥取県を視察するとと ｜もに本県関係市町・運動団体の意見を伺い、調整を行ってきた。
調整の結果､多くの関係市町および運動団体は個々人のプライバシーに関わる調査の実施に消極的また
は否定的な考えを持っていることから､県としては生活実態面までの調査は現在のところ難しいと考えて
いる。

本県としては､今なお､同和問題は深刻にして重大な社会問題であると認識しており､今後も真筆に取組’んでまいりたい。

’
①

~
~

10
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部落問題解決に向けた福井県に対する基本要求項目回答（部落解放同盟福井県連合会）
~~

14． 8． 22

要求項目
回 答

’

3人権行政の推進に関して

（1）これまでの同和行政の成果を踏ま
え、人権行政を創造されたい。 ~ 同和問題は人権行政の重要な柱であり、 「人権教育のための国連10年」福井県行動計画に基づき総合的かつ効果的に推進してまいりたい。

’ （2）人権行政を推進していくための基
本方針、基本計画を策定されたい。 本県では、平成9年に策定した福井県新長期構想の施策の柱である「豊かな心を育む県民風土の醸成」

の中で、 「人権意識の高揚」を主要な施策として掲げるなど、人権行政を積極的に推進してきた。
また、平成1~ 1年には、本県の人権行政の指針であるとともに、県における様々な人権教育施策の基本

計画である「人権教育のための国連10年」福井県行動計画を策定した。
なお、国の「人権教育・啓発に関する基本計画」などを踏まえ、本年度中にこの行動計画を見直すこと、
としており、併せて人権条例の制定作業を進めている。

11
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部落問題解決に向けた福井県に対する基本要求項目回答~~ (部落解放同盟福井県連合会）
14． 8， ．22
一

要求項目 回 答

4 「人権教育・啓発推進法」の具体化
に関して

（1~） 「人権教育･啓発推進法」を広く県

民に普及・宣伝されたい。
人権啓発フェスティバルを始め、人権週間の行事や広報活動等を通じて普及・啓発に努めてまいりたい。

’ 1 〃

本県においては、人権を尊重する社会を実現するという理念のもと、平成11年に人権教育．啓発に関
する事項を盛り込んだ「人権教育のための国連10年」福井県行動計画を策定している。これは、平成1
2年に制定されたこの法律に基づく基本計画を先取りした内容となっている。

（2） 「人権教育･啓発推進法」をうけた

「人権教育・啓発基本計画」を策定

されたい。

~また、県では本

これらを契機と

~県内では、高浜町が本年4月、 「人権教育のための国連10年」の行動計画を策定し、
年度中に行動計画を見直すこととしており、併せて人権条例の制定作業を進めているが、
して、市町村の基本計画策定の機運が盛り上がっていくものと考えている。

（3） 「人権教育･啓発基本計画」を各自

治体が制定するよう指導されたい。

今後もあらゆる機会を通じて、先進事例等､保有する情報を提供するなど、市町村の取組みを積極的に
指導・支援してまいりたい。

~

~

~

九

『
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部落解放同盟との懇談会記録

日時平成14年8月22日 （木） 13 ： 30～16 ： 32

場所福井県若狭図書学習センター講堂

出席者 【部落解放同盟】 （55名）

~ 中央本部･他県役員

一
一
一
一

~

~

【福井県】 （40名）

席者名簿のとおり）

(進行:0■■■■■

部落解放同盟福井県連あいさつ■■■■
こんにちは。今日は、一昨日ぐらいから非常に爽やかな天候となりまして、今日は過ごしやす

い天候になりました。とは言うものの、福井の方から遠路皆さんに、沢山の40名近い県行政の

方々お集まりいただきまして、私たちの要求事項について真剣に取り組んでいただくことを大変

ありがたいと思います。まあ今、司会が言いましたように、我々も今後は将

同じでしたけれども、今年は特に節目の年に当たるいうことで中央本部から

をはじめ:8名の方の､書記を入れると、書記や記者を入れると10名の中央をはじめ:8名の方の､書記を入れると、書記や記者を入れると10名の中央本部から応援に駆け

つけてくれました。また支部員も今までになく沢山の者が集まって今日の交渉の様子を伺ってい

ます。天候が爽やかなだけ我々自身も、また答えていただく県行政の方もそういう気持ちで真剣

に取り組んでいただけるものと思います。今も言いましたように、 33年前に同和対策事業特別

措置法いう法律によって同和対策が、それまでにもありましたけれども、法律で決められた同和

対策がスタートしたわけです。 33年間経った今、過去を振り返ってみて果たして我々が満足す

るような成果があったか言うと、非常に疑問に思うわけです。環境については皆さん自身の県行

政の方々の努力によって非常に良くなった。ところが県民意識調査にもありますけれども、県が

行われた意識調査です｡その中にもありますけれど､差別意識はそれでは殆ど無くなったかと言

うと全り変らない｡特に､悪質な差別事件が発生しています｡一昨年､県の整備事業とし匂
■■整備されたのですけれども､そこに新しい便所が造られた｡ところがその便所にこ~ういう
落書があったと。部落民や各朝鮮人はこんな便所はもったいない｡ ~こういうような、非常に悪質

で、同和地区の人間は一段と低い地位に位置に居るのが当然、いう考えがあるわけです。またも

う一つ､一昨年やっぱり■■差別発言事件がありました｡これはね､宗教者による差別発言。
宗教者いうより値んです．「 ・どういう発言やつたかいうと、
部落民とうちの息子が結婚するようになったら、結婚したい言うたら私は絶対反対します。それ

~

~

一
一

』■

L
はねどういう会合やったかというと、

~~ ~
1



~ 先頭に沢山の仏教者が研修に回,とる｡その中でね､毎

年研修を受けておりながら､■私は毎年研修を受けておる｡だから､研修のことについて
は建て前上は差別をしてはいかんいうことはよう分つとるけども■､本音はあんたも本
音はそうと違うんじゃないか。こういうことを言うたそうな。まあ非常に大事になって、寄れど
我々も交渉していったわけですけれど、今日はそういうことやなしに、交渉の立場ですんで、ま
あそういうことで、差別事件が、大阪におります、ここにも中央執行委員さんなんかは、あちら
の方から■Dや■祖から来ておられるわけですけれど､地元､悪質な地元の調査をして差
別を事象した時期もありました。まあそういうことできりがないわけです全国的に見ても。だか
ら環境が良くなって我々は33年前に10年間の時限立法で差別をなくするし《うて､国は言い県
行政は、我々一生懸命やって差別的なものを、あらゆる差別を排除するそういうふうに宣言され
たわけですけれど、環境改善が整った割に差別意識がなくなっていない。そういうものを、何故
そうなのかいうことを私たちは17年前に部落解放基本法いう法律を制定するように国に求め、
~県行政の中にも協力を仰いで、差別が続発する、それを無くするためにはどういうふうに取り組
んだら良いのかいうことを真剣に考えて欲しいいうことで提案したわけです。 17年、 15年目

~ ぐらいに､ ~一昨年こういうことにやっと国も気が付いて人権啓発推進法いう法律をつくって、人~
権や啓発が大事や言うことが分ってきた。ところが、そういう法律を元にしてまだ不十分ですけ
ど、最近、人権擁護法いう法律が、目下法律案が国会に上程されているわけです、いま審議中な

~ ~んですけれども｡~こういうものについて、今日も一番最後にこの法案について説明をして、そし
て皆さんに行政としての協力を仰ぎたいと思うんですけども、そういうことで我々が一生懸命や
って皆さんが努力された割に、差別意識は無くなっていない。こういうことを真剣に反省する中
で今日の交渉を進めてみたいと思う。ちょっと長くなりましたけれども、真剣な討論の中で建設
的な意見をお願いして私の挨拶と代えさせていただきます。どうもありがとうございました。

部落解放同盟中央本部あいさつI■■■
失礼をいたします。今日は福井県徒政の皆様方､福祉部長を先頭に沢山この出席をいただきま
Lてまずは密常蟄徹苧騨ま垂薄､辮嬉敏同盟中央本部一時I引一
E 己 ます｡今日は本部代表という立場で参加をさせていただ

豆 よ…こ"燭"経過…に菱ろ…_て‘,“きました。さて、

だいたわけでありますから、私のほうからは、そこをできるだけ避けてご挨拶を申し上げたいと
思います。さて、今年の3月31日にいわゆる特別措置法というものが期限切れを迎えたわけで
ありますし、そういう意味では今年の4月以降ですね､特別対策という手法ではなくて一般対策
に工夫を凝らした形での同和行政というものを進めていかなければならん、こういうことに相成
ったわけでございます。ちなみに96年のいわゆる地対協意見具申を先刻御承知いただいている
かと思いますけれども、そこにこのように書かれております。特別対策の終了、すなわち一般対
策への移行が､同和問題の早期解決を目指す取組みの放棄を意味するものでないことは言うまで
もない。一般対策移行後は、従来にも増して、行政が基本的人権の尊重という目標をしっかりと
見据え、一部に立ち遅れのあることも視野に入れながら、率直に申し上げて、福井におけるです
ね同和対策行政というものは相当立ち遅れてきた、そういう経緯が少なくともあったかと、この
ように思てるわけですけれど。そういうことも視野に入れながら地域の状況や事業の必要性の的
確な把握に努め、真筆に施策を実施していく主体的な姿勢が求められる、このように書いている
わけであります。にもかかわらずと申しますか、率直に言って全国的にですね、法期限切れと同
時に同和対策におさらばを告げていこうというような動きが極一部かもしれませんけれど見ら
れています。本福井県行政にあってはですね、断じてそのようなことが無いようにですね、是非
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ともお願い申し上げたいというふうに思っておりますーつしやいましたように、
環境改善等々、ハードな面、本来であればですね、それさえ解決をすれば部落問題に対する差別
的な動きというものも、おのずから無くなっていくだろう‘と考えられてきたわけでありますけれ
ど､そう瓦雌吐いう事実がですね､ここに来てますますﾊﾂｷﾘしてきているわけでありま
す｡今印＝も出席を3人程してくれており室jﾅﾎども､■意識調基貞笂零
も､例えば20年前､ 30年前と部落に対す 意識というものは､進んでいる部分は
確かにありますけれど、その基本的な部分は変わっておりません。殆ど変わっていないのではな
いのかというように感じざるをえないことが出ております。そういう意味ではですね、特別対策
が終わってそして一般対策に工夫を凝らしてという、この4月以降そうなんです。本当の意味で
の同和行政の始まりになるのでないかというふうに思っております｡ひいてはこういうチャンス
ということが言われていますけれども、法が切れたからピンチだということでは決してなくて、
むしろこれから基礎がですね、本当の意味での同和行政を創りあげていくべき、そういう時代に
入ったという共通意識をですね、今日皆様方と私の間で確認をしたうえで、じゃ今年度以降です
ねこの福井において同和対策の完成のために、なにをどのようして行けば良いのかということを
確認をし合っていくことが出来ればというふうに思っております。人権擁護法案の問題等々、か
なり山積をしていますけれども、それは私たちにとってだけの課題ということではなくて、福井
県自身にとっても人権行政を確立していくうえについての極めて大切な問題であろうと、このよ
うに思っておりますので､ぜひ今日その意見をきたんなく出し合う中で中身のある制度が受けら
れますように、心から期待を申し上げまして本部を代表しての挨拶といれさせていただきます、
よろしくお願い申し上げます。

県側あいさつ（仲井福祉環境部長）

どうもご苦労様でございます。県の福祉環境部長の仲井でございます。よろしくお願いいたし
ます。開会にあたりまして、県の出席者を代表いたしま 申し上げたいと

墓
思います｡本日は部落解放同盟福井県連盟の連合会更に
部の皆様方の御出席を賜りまして、この懇談会を開催さ

謝申し上げる次第でございます。また皆様方には日頃から同和対策事業の推進につきましては、
何かと御理解、御協力を賜り、厚くお礼を申し上げたいと思います。県では、同和対策は我が国
固有の人権問題であり、憲法が保障する基本的人権の侵害にかかる深刻かつ重大な問題であると
認識いたしますとともに、その早期解決に向けまして昭和44年から特別措置法の施行以来、 3
3年間にわたりまして、国もしくは市町村の協力のもとに、一体となりまして特別対策を実施し
てきたところでございますが、先般、地対財特法が失効するに至りまして、今後の施策ニーズに
対しましては､他の地域と同様に所要の一般対策によって対応することになったわけでございま
す。国におきましては、教育・就労等にかかります一般対策の活用が円滑に行われることが必要
だというふうに考えております。また人権教育啓発につきましては、国および我々地方公共団体
を始めといたしまして、学校や職域等それぞれの機関で取り組んできたわけでございますが、い
まだ先ほどからもお話ありましたように、様々な人権に関わる不当な差別、その他の人権侵害が
見受けられるわけでございますが、そういったことから、引き続き人権教育・人権啓発活動を推
進していく必要があるというふうに考えているわけでございまして、国に対しましても、我々と
いたしましても要望活動を続けていきたいというふうに考えております。また一方、このような
時期にあたり県といたしましては、今後とも関係市町をはじめといたしまして、関係者の御意見
を伺いながら、地域の状況や事業の必要性の的確な把握これらに努めた上で、所要の対策を講じ
てまいりたいというふうに考えているところでございますが、今までにも増しまして、皆様方か
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ら直接ご意見をお聞きできるこのような懇談の場が､今後ともより重要になるのではないかとい
うふうに考えているところでございます。只今から、先日ご提示をいただきました要望事項につ
きまして、福祉環境部を始めといたしまして関係所属の出席者から、それぞれ回答させていただ
きますので､~よろしくお願いを申し上げます。本日の懇談が実り多いものとなりますようご祈念
いたしまして、簡単ではございますがご挨拶とさせていただきます。

解放同盟側出席者自己紹介

（福井県連、中央本部の順に、最前列向かって左から右、右から2列目5人目まで）

県側出席者自己紹介 ．

（仲井福祉環境部長から席表に記載の職員のみ番号順に）
~

~
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§県連独自要求を読み上げる)

(13 ：45～）

県側から各要求項目に対する回答を一括して順に読み上げ

1 人権啓発推進のための市町村連絡協議会(首長レベル)を作ってほしい
（野坂県民生活部次長が回答読み上げ）

2 県が実施したとされる県民意識調査について、結果はどうであったか。
そのことについてどう考えるか。

（野坂県民生活部次長が回答読み上げ） ~

（和田福祉政策課長が回答読み上げ）

3特措法の成果を損なうことのないようにする為の方策をどうするかを明らかにされ
たい。 ・同和加配教員の配置と活用

~~（佐々木教育庁次長が回答読み上げ）
･解放奨学金の周知徹底

41■■､攻を充実していくための支援をしてほしい
‘ （和田福祉政策課長が回答読み上げ） ~

5■－匹業に関わる推進計画を明らかにされたい。~~ （旭嶺南振興局長が回答読み上げ）

6■■■■■管理費用を助成されたい。
~ (定政小浜土木事務所長が回答読み上げ）

7■I■－-三‘原因を明らかにし改善されたい。
（定政小浜土木事務所長が回答読み上げ）

5



各独自要求項目に対する回答について質疑応答

1人権啓発推進のための市町村連絡協議会(首長レベル)を作ってほしい

まず、一番のねこれの、毎年ずっと要求しているんですけども、前回の回答も全く|司じ回答ね。
確かにこの平成11年やったかな､福井県人権啓発活動ネットワークこれは法務局が主だと思う
んですね。それはそんでいいと思うんですよ。しかし目的が違うと思うんだこれは。あくまでも
~法務省さんがやれ、単に啓発をやってるPRをやってるそういうことをやってると、いう感じで
すね。だからパンフレットとかそういうもんがありますし、対策とかそういうもんもみなあると、
とにかく市町村を教育せえと、いう感じあると思うんだな｡~我々要求しているのは、そういうこ~
とだけじゃないわけ。 35市町村が人権行政をどういうふうに進めていくかと。人権行政という
と、何も啓発だけじやないわけです。我々から言うと同和問題をそれぞれ市町村がどういうふう
に理解し、また最初のく聴取不能>~市町村はそれを解除させるための制度をどういうふうにして
いくかということなんですけども。しかし､それを特に啓発といっても、各市町村の間で違うわ
の。各市町村がそうしたり、ほいでまた各市町村中に人権行政をどうやって行くかという中身を
やっぱ考えていかなならん。そういう中身を充実していかない限り、単にその時その時、 1年に
1回か2回か知らないですけども、垂幕とかPRやチラシを配るとそれだけじゃならん。どこも
一緒やの。そうするとやね、是非中身のあるものを県の行政主体として、また県の各市町村の主
体的な活動としてやって欲しいということや。そうするとやで、やっぱそれなりの組織を作って、
それぞれがお互いに研究し合い､情報交換し合いながら、自分とこの市町村はこういうふうにや
っていこうと、いう方向がな－番いいんだな。だからそういうことをしない限りは、やはり県全
体の各市町村の、やはりト~ツプクラスの人材入ったそういう会開いて、識者の方が入った強力な
やっぱ組織を作っていただかないと、現在33年に渡ってずっとやって来ているけれども、対象
地区のある市町村は別にしてあとは殆どと言うと語弊が~あるかもしれないけれども、人権問題も
勿論だけども同和問題も本当に知らないと言うのが現状でしょう。そういうことをいつまでもや
ってたらいかんわけよ、それは。そのためにですね、やっぱり各市町村が主体となった、また県
がそう推薦したというか各市町村が主体的に取り組むだけの組織を作って欲しいということな
んだな｡ ~だから法務省がやっておられる、ほれはほれでいいと思いますよ。ただ、それに乗つか
かつて話をごまかすんじゃないんかなあと私は思う。例えばやね､近敦線を造るそういうものを
やるときに期成同盟会を作るわな。重要なことや。だからこそ、たぶん、市長や村長やら議長や
その他そういうメンバーが中心になって組織を作っとるわけよ。この我々が言う人権問題、同和
問題のそれはそういう問題よりもいい加減なんか、これ聞きたい。それと同等、それ以上に重要
なんでしよ。ならばやね、各市長村が主体的に取り組むようなそういう組織を作って、各市町村
別々にしてそんなもんやれるわけないんね。やりたくないんやからそれは。それ全部の市町村を
取り組むためにこういう組織を作ってお互いに情報交換し､それを研究し合いながら前向きに取
り組んで行かない限り、今の福井県の現状は断言できない、そう私は危機感を持つとった。持っ
ていた｡だから何とかそれを作って一時的にそういうものに取り組むようなこ~とにならないかと、
こういうふうに考えてみた。ところが、あんたんとこの回答はなんのことやない、人がやってる
事に乗っかかっていい加減に済ますという考えやとここに書いたる。他でないあんたらが書いと
る。それとどう書いとる。もう－回はっきり言うてよ。

新町生活企画課長

生活企画課でございます。ただ今のご質問をお受けいたしましてお答えを申し上げます。まず
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ここに書いてあります福井県の人権啓発活動ネットワーク協議会でございますけれども、ただ今
おっしゃっている法務局が主となって出来上がった組織でございまして､事務局も福井の法務局
が扱っている組織でございます。ですけれども、ここに書いてありますように、ふれあい人権フ
土アーとか人権週間啓発これは県の事業でございまして､県の方で企画を立てまして個々へ図り
ながらいろんな意見をいただきながら、いろんな各種事業を展開しているところでございます。
こういった所と連携をとっているということでご理解をいただきたいと思います。

■■■
それは、そこはそれでいいんじや。

新町生活企画課長

~ はい。

■■■
各市町村がどういうふうに人権行政の中で、同和問題なり人権問題をしっかり取り組んでいる

んかということやな。

9

新町生活企画課長

つぎに、ここでも書いてありますが、市町村の主管課長会議ということが書いてございますけ
れども、県といたしましては、住民に身近な市町村の意見を聞く場といたしまして、また、市町
村同士の自由な意見という情報交換、こういった為には担当課長レベルの会議を開くことが効率
的であり効果的であるというふうな認識の基で､この課長会議を開いているところでございます。
ここではいろんな話題が、話題と言いますか議題が個々に持ち寄りまして、県庁の各課から出て
きていただいて説明また意見交換する場としているところでございます。

1 0

だから主管課いうんだから、なにも同和問題とか人権問題だけ扱っている課じやないわな。他
の課の中で関係した課、同和問題、人権問題に関係した課が集まっての話やろ。だからあくまで
~それだの課じゃないわけよ、仕組みじゃないわけよ。だから難しいことじゃなしに、何故その同
和問題なりやな人権問題についてのやれ、あえて組織が作れないんだということ。だからなにも
この主管課があかんという事じゃないですよ。この主管課の範囲にすることはあかんというんじ
ゃないですよ。だけどそういうことよりも、やばり人権問題、同和問題だけについての、考えて
いくまた進めていくそういう仕組みを作って欲しいということですよな、これは。だからその仕
組みを作ったらそこにメンバーとして各首長が入っている、そういうクラスの人が入っていると、
そういう事でないと問題を考える時いつもそのね、ついでにという考えがいつもするわけよ。だ
から福井県が全体がやれ、もっと人権問題、同和問題について各市町村がしっかりやっていくと
いう姿勢がやっぱ見えてきとるんなら何もこんな事言わないですわ｡ず－つと回って見るとそう
やないでしよ。人権週間にしたってさチラシ一つも貼るような所が極わずかや。そういうことを
見たらね各市町村どんだけ取り組んでいるか皆さん点検しに行ったらいいんだ。これは私は今日
は回答出るかどうか分らんけども、これもとことんやっていきたい~と思う。こればっかり話して
も時間ないから、是非前向きに検討して欲しいと思います。ちょっと前向きに考えられんかな。

新町生活企画課長
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今申し上げた課長会議でございますけれども、今年も既に1回開催しておりまして、先ほども
申し上げましたけれども各課からいろんな議題を出していただいて、その中には地対財特法の失
効とか特別対策の終了とかまたは人権擁護教育についてと、その他公正採用の選考についてとい
うふうないろんな議題が広く討議されたところでございます｡非常に活発に活用されているとい
うふうに私どもは認識しておりまして､これで対応して参りたいというふうに今は思っとるとこ
ろでございます。

■一■
~ あの、ちょっといいですか。あのね、先ほど自己紹介の中で言いましたよ

淵懸窪蕊鑪癬縣懸墓蘇蕊 ‘
■■，首長､これを含む含まないに関わらず首長がそのそれぞれの本部長‘
られているわけですね。県はオブザーバーとしての参加をしておる。そうい‘っ4しLv,o4.1ノc~ｦ忍。泉ほオフサーバーとしての参加をしておる。そういう形態なんですけれ

ども。そういう形を福井県では求めているわけですね。それについて真っ当に答えていただきた
いと思うんです。去年と答えが同じだというふうに聞きましたので、こういう制度はいけないん
だと思うんです｡福井県のこの人権啓発活動ネットワーク協議会というのは法務局の主導だと、
こういうことですね。間違いありませんね。その法務局、あるいはその本省であるところの法務
省の姿勢を、今、人権擁護法案等々に関わってですね私どもは厳しく追究しているところですよ
と言えば、個人情報保護法案の問題でありますとか住基ネット問題でありますとかですね、国民
的な批判に今法務省自身さらされているわけですね｡その法務省が例えばこの福井県内において
人権擁護に関わって具体的にどんなことをすることが出来てきたのかという総括もきちんとし
なきゃいかん、いけないわけなんですね。課長そうですね。つぎのこの第2間の意識調査結果を
聞いておりますけれども、その中でもきちんと現れているんじゃないですか。つまりですね、こ
れまで人権の､~人権を含め侵害されたと思った場合にですね、どのように対処したかという質問
を県自身なさっているわけですね。その際にですね黙って我慢したと言う人が41． 4％もある、
わけでしよ。ということはですね、殆どこれ法務省がですねあるいは法務局にはこの人権侵害受
けた人が相談に行っていないという事実を逆にこれ示しているわけですね｡私たちはそういうこ
とを問題として国に人権委員会をそして地方にも人権委員会をという要求を今してるところな
んですね。そういう法務省の出先であるところの法務局を主体にしたこのネットワーク、それは

f醤し塗堅ﾚ~奪い了いいで池"“”とにかく冒頭言いましたように､■■■
は 落含む含まないに関わらず首長がですねこの啓発の先頭に立って､その責任
をですねきちんと持とうとしておる｡そういう事実に捉えてですね改めてその検討をしたい｡こ
う思うんです。

■■■
時間無いですから、これの、あんたら本当に啓夛

~ ですわ、こういうと。ほんとに今重要なんならね、
これの、あんたら本当に啓発をやる気があるんか無いかそれが気になるん~

言われたようにですね、

どこでもそれみんな一緒にやってることによってそれが出来ているわけですから、やっぱりそこ
ら辺をせなならんとワシは思う。それによってですね皆さんとこの財政が響くわけもないやない。
あなたたちがやる気一つで出来るわけじゃ。だからその辺から気になるのが是非啓発をやらない
かんなと言いながらも具体的には見えてこないこうも言える。是非ひとつ前向きに取り組んで欲
しいと思います。仲井部長、ちょっと一言言うてよ。

8
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仲井福祉環境部長

我々といたしましては、今、課長がご説明したとおりだというふうに思っとるわけですが、こ
れは全般に言えることではございますが､全国レベルかつ都道府県ごとの状況というものを我々
といたしましては十分認識をしながら人権行政同和行政を進めていっているところでございま
す。また個々に－番必要だなというふうに我々思っておりますのは、やはり地域、地域ごとの地
域の特性っていうもんがございまして、我々はこの33年間、県連との良好な関係を保ちながら
今まで進めてきたというふうに考えております。したがいまして、特に県といたしましては、地
域性の重要性を十分考えながら、今後とも検討していきたいなというふうに思っております。

■■■

とにかくね、個々の市町村の内容を調べてみなさい。あなたが言うとるような形が通っている
かどうか。私もずいぶん10年前からでも、ず－つと35市町村回って2回も3回も回った。行
くたんびににですね何にもやったらん。それが33年間の中身やbだから文書の中には前向き前
向きという話するけども、その結果どうやっているかいう検証してみた。同じ検証してみた結果、
非常にどうにもならんという危機意識を持つわけよ。このままでは福井県の人権啓発が本当に基
本的に、極々低能であった、例にならない、違うん。もういつぺん、もう少し検討としてほしい。ｰﾕﾊ 》 －1_ q主ユ.､ ､ 色 ぺ､ ､ - - - ｡ ●

やれんことやない やれんほど忙、 しいならやらなあかん。 なかなかうまくいかんけど。

~~

~ ~

~~
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2県が実施したとされる県民意識調査について、結果はどうであったか。そのことについてどう
考えるか

｜■：

同じ問題ばっかりやっとつと時間がありませんので、 2番目の県民意識調査に移りたいと思う
んですけど、この、ぼくばこれを見てね何を目的にこの意識調査をして、そしてどういうことを
これから評価していかなければいけないのか考えとらえているのか、ちょっと判らないわけです。
我々よりもよっぽど優秀な方々が集まっておられる県庁職員は､例えばねこの理解的に分って意
識調査をされた、結果はこれで良くわかると思う。ところが、どのような対策をして立てるのか
いうことになってくると教育､啓発の重要性がわかったとか､教育､啓発を進めたとか､一番最
後に1行ぐらいに書かれておるわけです。これじゃ果たしてどういう啓発を進めていくのか、啓
発や教育いうてもいろいろな方法がある。どういう啓発をされているのか、どういう教育をされ
ていくのか、これ問題点がどこにあるのか、この県民意識調査の中でどういう問題点が浮き彫り
になったのか､その問題点を解決するために教育啓発でどのような方法で解決をしていくのか。
そういうことが全く書かれておられないわけです。一つ一つ、例えばここで、例えば侵害された
と思った人に対して行った質問で、どのような対応したのかという問に対して身近な人に相談し
た40． 6％、黙って我慢した41． 4％、ここで問題点はなんなのか、こういう問題点が何故
出て、こういうような意識調査の結果が出てきたのか、分析せないかんと思う。ところがそうい
う分析は全くなされていない。そしてその問題に対して、黙って我慢したいうものに対してどの
ような啓発をしていくのか、全くそういう－番肝心なところが1行で済まされて、意識調査いう
ですからこういう方々しか出来なかったのかなあと思うんですけども、やはりこれは意識調査す
るには、するからには、問題をゼロにしてそれを解決するためにするのやと思うんです。ただ県
民意識がどうやったかということを調べるなら。この一番最後のこれはねえ、この調査全体に教
育や啓発や大事やいうのは、もうわりきったことなんです｡~調査をした結果これは大事やいうこ
とが分ってきたかどうかいう、こういうことについて我々は聞きたかったわけです。そういうこ
とについて、どういうような考え方を持っておられるのかお聞かせ願えればありがたいと思いま
す。以上です。

門

和田福祉政策課長 ~

私の方から調査結果ということで､いま問題点を明らかにするということが言われましたので、
~少し補足をさせていただきたいと思います｡回答のほうでは後は特に同和問題について8間聞い
ておりますけれども、平成5年の総務省結果全国値とほぼ同様の結果という出ておりますけれど
も、少し補足いたしますと、平成5年度行った時福井県の分と今回13年度の分と比較した時に、
いわゆる同和問題について正しい認識を持っている人ということが全体に増えている状況でも
~ありますし､また隣近所との交際であるとか或いは結婚に対する態度を見ましても望ましい認識
を持つ、正しい認識をもつ傾向には徐々になってきてるのかなあと思います。ただ一方、この同
和地区の起源についての問に対してもそうですし、また結婚に対する態度、結婚の問題または隣
近所との付き合いに対する態度ということを見ましても、まだまだその同和地区の人に対する偏
見、差別、いまなお根強く残っているというような結果であるのでないのかなあと認識しており
ます。こういう結果を踏まえて、したがって我々としては今後引き続き様々な教育啓発を通じま
して、誤った考え方を是正していく、また差別を許さないという意識を養っていくということが
必要ではないかなというふうに考えている次第でございます。

｜
’
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■■■

憲繍燕薦鮮簔
が55％出とるな 人がね同和地区に対する偏見があるんということをいうとるんや。
そやろ｡もう一つ｛ 実態調査をちょっと開いてみるな｡隆態調査どんなふうに書
いてある｡あなたは今日でも同和地区出身者に対する差別があると思いますか。あると思うのは
46％、過半数があると思てるんや。同和地区の差別がないと思てるんのはあんたらたちだけち
ゃう。一般の人がこう認識しとるのに君らどんな認識しとるん。問題意識はっきり出とる。不十
分なアンケートではあっても出とる出とるんや。 46％の人があると。同和地区に対する差別が
ありますよ、ちゃんと答えとるんや。それを変えるにはどうしたらいいか、あんたら考えてみい
や。あんたらに引き続きちっとも危機感を持つとらんわれほれ。あんたら以上に一般の人はそう
いうふうに思てるんや。しっかり認識しとるがな。差別される方はしっかりしとらへんよ・差別
する方がやな部落差別はありますとはっきり言っとる。差別される側として言い返すのはほんと
初めてだけども､~誰もが皆、みんな100％皆、差別受けてる思うよ。そういう危機感が、認識
の甘さが君らにあるさかいに、先ほどの問題かて、いい加減な話出てくる。まあそろそろ次のと
ころでいいますけども､私そう思うな｡■■もう了解するとこは了解して次いこ！

のようI■､ぅ
被差別部落のですね、

のは、

全国の被差別部落の縮図というものが

山間僻地の部落あるし。したがって、辰何、鄙巾首p狢めり都市近郊ありそしてまた農村部落あり山間僻地の部落あるし。したがって、
その様々なこの同和地区数も被差別部落数もです いで多いとこです｡だから､そう
いう特徴からこの人権、同和問題中心した人権教育、啓発に関わって、一様になかなか都市で進
や評鍔村嘩嘩ん竺蓉のその地域の実態に異なります｡したがうて､こ羅籠鹿
り崩したり､とりわけこ■いう所は先言うた状況の他に､我々運動体と県の行政との様倉
齋篭?紮墓遵乳瞳王なか?庭わりですが､最近になって､と胴う ’一
いう人が人権擁護施策推進法ができまして、その設けられた審議会が設置されまして、その審議
会の委員になられましてから､今度の人権教育啓発法それから人権擁護法案これに向けての質問、
またおそらく指示されたいう機会がありまして我々も前知事と接触する、それからそれを受け継
いだ後の知事以後、知事ですが、前副知事です。この人になりましてから積極的にとにかく知恵
を出し合おういうことで我々運動団体と行政､それから民間で同和教育協議会というものがあり
ますが、それからもうひとつは第3セクターで人権啓発協会というものがございますが、その4
者で協議をしながら、いかにこう人権啓発進めかたそれからあり方、研究その様々なものの考
えの人たちの意見もちろんスタッフの意見もお伝えしながら、人権、啓発、総合推進し2年前に
作りまして今本格的になってますが、そのように具体的に、おそらく話が続きますが、この福井1百，一八戸回、 ‐一、 、 、 ‐‐ ~ グ ー ‐ も －一’四"J

県に今聞いてますと、この実態を踏まえて様々な教育やそれから啓発をしたい、こう簡単に言わ
れるんですが、もう少し具体的にね、今後、この実態をみて、厳しい実態をみて、このように進
めていきたいという展望というか希望というかそういうものを少し簡単どころじゃなしに、この
実態を見ればこのようにして進めたい、そうい~うことが私どもは聞かせてほしいわけです。同和
対策室長も来られておりますけども、県の方ともこのように進めて行きたいという考え方あれば
聞かせていただきたいこのように思います。
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和田福祉政策課長

いまのこのアンケート結果また県の取り組みということについて､非常に厳しいご指摘をいた
~ だいたなと思っておりますd我々といたしましても、同和問題に対して正しい認識を持っていた
だけるように普及啓発これまでもやってきたところでありますけども、先ほど申しましたけど、
今回の調査結果、私見ましても一部では成果が現れていると思いますけども、一方で正しい認識
がまだまだ浸透してないということも事実だと思います。今後特に、今なかなか、その県がやっ
ているその人権、教育啓発というのは重要じゃないやないかという話がございました。なかなか
見えてこないということが今ご指摘があったかと思います｡我々としても職場や地域の中で今後
どういうふうに啓発普及をしていくかという課題だと考えています。より効果的な手法と申しま
して、これから少しそれについては検討をしていきたいと思ってるんですが、いま県の方で人権
教育のための国連10年福井県行動計画の改定、見直しを行ってます。そういう中でどうしてや
っていくか､検討していきたいと思ってます。一つは今回のアンケート結果、結果出ましたので
出来ればこういう調査結果に見られるような実態を、もっと市町村を含めた形で或いは関係者を
含めた形で理解していただく、また正しい認識を持っていただくように我々としましても努力し
ていきたいなと思っております。

|■■■■■
葬三上よ色しいですか｡マイク無でも聞こえますね｡すいませ 今ぼど私

ども との取組みを報告をさせていただきました一っています｡アンケー
~ ト調査についてちょっと質問意見含めてなんですけども､ｱﾝｹｰﾄの調査結果ってのは極めて
きっちりとした分析なければ具体的な取り組みの方法ってのが出てこないですよね｡今ほど色々
立派なお言葉でご回答いただいたわけですけども、例えば､結婚に対する質問の項で子供の意思
が強ければしかたがない496 3％、裏返して言うならば、部落の人間と交際して結婚に至った、
結婚するという相談があった場合反対するということですね｡つまり子供の意思が弱ければ結婚
を許さないということですね｡我々の側から言わせてもらえば結婚を反対するいう人が約50％
半数いるということ。これは非常に深刻な我々自身深刻な問題だなあというふうに思ってるんで
巽曹T2'雲確査を主宅｡ｱﾝｹｰﾄ調査がどういう形でやられたが邸､売鄙達寶
問したいんですけども､~画場合でも意識調査って実はやられたんですが､例えば何人に対
してやったのか、或いはそのうち有効回答数がいくらあったのか、例えばですよ、 100人の県
民を対象にしたと。その時に50人が答えなかった、無回答。残り50人が答えてこの結果だ。
その50人の屯でどう分析するのかこれ問題ですよね。 100人が答えなかったということは、
100人が同和問題、人権問題に無関心だ、人だということで答えなかったということですよ。
そういう無回答数のサンプル数そのことを示したうえでこの結果を分析する必要があるだろう
と思うのですね｡それともう一つかかって､最初に戻って申し訳ないんですけども､ネットワー
ク協議会の件についてですね、ちょっと僕言い残してしまったことがあるんですが、兵庫でもネ
ットワーク構想いうことで県と協議進めております｡その中にここでも書いてあるんですけども、
例えば、県その他関係機関と連携、協力してとありますbこの中に当事者団体は入っているんで
しょうか。解放同盟は入っているんでしょうか。当事者団体、関係機関と連携、協力して差別を
受けてる当事者団体が入っているんだろうかどうかという問題だと思うんですね｡解放同盟のこ
とを言ってるわけじゃないですよ。女性団体、女性問題を扱ってる団体、障害者問題を取り組ん
でる団体或いは在日外国人問題を取り組んでる団体､様々な被差別マイノリテイの団体があるわ
けですね。こういう具体的な差別問題を通しての啓発をしないと心豊かな県民を、心豊かなとい
うそういうこう組み替えるような調査だけで啓発をやるつちゆのは､非常にこう実効ある啓発に

’

4

12

！



ならないのではないかという気がするわけです。差別は具体的なもんです。具体的なもんである
と同時に具体的な形で啓発をやっていかないと、僕の言うこと分りますね。その時に当事者団体
の意見をどこで汲み取るのかということですね｡それからその､■も言われたように法務局主
導のそういう組織でそれが出きるのかどうか、というふうに非常に疑問を感じるわけでますね。
だから、きちんとした県連代表危倶している市町村の連絡協議会を、首長含めての連絡協議会を
作れというのはそこにもあるわけです。意見と質問です。さっきのあのアンケー~トについてのや
り方､･スタンス等こと、いま分ればお答えください。

新町生活企画課長

生活企画課でございます。アンケートのやり方等についての質問、私のほうからご回答申し上
げます。これは調査対象といたしまして県政広聴員というのがおりますけれども、それ250人
とその県政広聴員を通して選んだ20歳以上の県民を対象、標本数といたしましては1, 000
人でございます。回答でございますけれども、回答は864ということでこの内有効回答数は8
62となってございます。男女の区別で申し上げますと49． 3％が男性、 50． 7％が女性い
うことでございまして､年代別でも20代から70代まで幅広く域を満たしてる．ところでござい
ます｡正式の報告書の中では地区別とか職業別とかこういったところで各質問を全部分析をいた
しているところでございます。

ﾛ■■■■
県政広聴員とか、県政…

新町生活企画課長

県政広聴員と申します。

■■
その方は何されてるわけですか。

新町生活企画課長

いろんな県行政その他について県民とのパイプ役といいますか､色んな意見を吸い上げる方で
ございます。

■ﾛ■■■
その方がその他750人のサンプルを選んだんですか。

新町生活企画課長

そういうことです。

新町生活企画課長

一般県民の中からこういった県政広聴員選ばれまして、毎年お願いをいたしてるところでござ
います。

L ~

統計的には何か偏りが出たりとかいう専門家の分析に対する意見とかありました。

13



新町生活企画課長

特に聞いておりません。この県政アンケートでございますけれども、昭和4
たしておりまして毎回こういった報告で実施をしているところでずざぃ宇寺るどころでございます

6年から実施をい

。
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3特措法の成果を損なうことのないようにする為の方策をどうするかを明らかにされたい。 。同
和加配教員の配置と活用 ・解放奨学金の周知徹底

4■■|■を充実していくための支援をしてほしい。 ~

~まだまだこの2番について質問があろうかと思うんですけども、時間的なもんもあります｡先、
~ ~ ~ 進みたいと思うんですけども、3番については高校奨学金問題とか加配教員問題などがあるんで

すけども、これについてはちょっと時間的な部分もありますので、若狭、嶺南振興局の中の教育
事務所長さんもお見えですし､高等学校の課長さんや義務教育の課長さんなどもお見えですので、
我々また後で嶺南教育事務所長さんとかにお聞きして､義務教育の課長さんやとか高校の課長さ
んばっか、ちょっとどういうふうになっとるかということを相談しといていただいて、嶺南振興、
嶺南教育事務所長さんと後でお話して回答受けたいと思います。ちょっと時間的に申し訳ないん
けど、いま回答していただくといんですけども、後が非常に大事なものが控えておりますので､ ~
3番は…、教育事務所長さんそんなことでよろしいか。 （嶺南教育事務所に了解を採る）はい、
そんならお願いします｡後で後で時間があればしていただくいうことで､ちょっと4番移らせて
､､ただきます』■■■の充実していくたあの支援畜匠底面局聖碁嵐r罵訪
ですけども、■■■■担当者いうのは今日はお見えですかいね。

和田福祉政策課長

私のところが担当となっております。

■■－
あのね､非常にこう大雑把な回答で､我々自身 が今後どうあるべきかいうことに

ついて、十分に考え、検討して方針を出しとるわけやないもんでね、なかなかどういうふうにし
て行ったらいいのかいう、ところが県行政の回答は他人事のように町とこの運動体と良く相談し
て協議していただきたいと書いてあるんですけども、これでは県はそういう方針が出ない限り支
援はしないいうことなんですか。あのね、僕はこれちょっと勉強して、勉強いうよりも色々間い
て、地域支援計画いうのが市町村がこしらえないかん。県はこれに対する支援計画を出さないか
ん。 ところが町と協議をして、十分協議していただきたいいうたら私ら、県は全く、そこの立場
で傍観的な立場に聞こえるんですけども、こういった点で県がもう少し真剣にこの我々がやりた
い事、例えばどういう事をしたいか言うと、自立支援について自立支援言うたら我々はやっぱり
~色々な事で自立したいわけです。ところがこういうどういうふうに自立したらいいのか、そうい~
う専門的なアドバイスを受けられない。だからそういうものを支援するようなアドバイスを出来
るような人間を配置しなければいけない。人権啓発交流センターいうでっかい性格を持って、そ
こで一般町民との交流をしたり、またそこで啓発活動したりいうようなところを作っていきたい。
それから人権情報センター、これについてはやっぱり啓発やそういうものを発信する基地、また
~受信する基地そういうものにしてきたい。これら色々構想はあるんですけども、どのように立ち
上げていったらいいのかいうことが今のところ分らない。だから、そういう面について他人事の
ように言わないで､やっぱりこういう方法が､例えば､ こついてこういう方法があり、
助成金をこういう方法で採れるんだと。色々な事を考えていただく必要があるんじゃないかと思
うんです。そういうことをちょっとお尋ねしたいと思うんですけども。

和田福祉政策課長

~~
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巌雪雲f需璽い霞鉦ﾚﾂたこと、話がございましたが､これにつきまして'一
■ってるこういう■すとか､~■主体性っていうのはあくまで尊重されてきたんで
すけども､ただ~もちろん県とし口相談しな して相談に乗りながら実施

に鶴…薑籠…検討していくスタンスになると思います｡もちろ

は、国庫補助、国の補助が付く仕組みにもなっていますので、国の方ともまた県と、県の方でま
た相談しながら進めていくいうことになるわけですけれども、実際これ、町の方で計画、話が出
昼る”号とであれば､県としても相談に乗っていくいう構えでおりますし､またそういう琴、
画■■､対す廻成､一般対策として封､まずあで､港鮭鑑嘉紅た渋乱寡
として■いうのは人権同和問題に対す, 思いますので､そう
いう施策を活用して各種事業を展開していただくということが望ましいと思っております。

■

これについては15年度からそういう計画が国やとか市町村がスタートさせるようなことを
聞くんですけども、そういう中で我々色々な計画、ちょっと今のところ、こういう事をやってい
きたいんやいう事を－つの物について絞り込めておりません。だからそういうことの中で、また
乗って参りたいと思うわけですけども。

(しばらく間、同盟側の司会進行について相談）
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５

６

７

関わる推進計画を明かにされたい。
管理費用を助成されたい。

一一一~~

■■’ 明らかにし改善されたい。

~ 一一手

望吟溥驚一堂…■■■■■こと､それか■
膳いてのことだとか､そういうことについては小浜土木事務所との話し合いをしましたの
で、大筋県の方から快い回答をいただいておりますので、この問題についてはこの程度でおきた
いと思う。

■■■

それでは一言申しますが､■■がいま言いましたように､この士木の関係は､関連関係は、
これ事業部の関係ですのでここまで明確に具体的に施策して、これらの行政のレールでしっかり
ととらまえていただいたということで、これは感謝を申し上げます｡~ひとつ今後課題として残さ
れたあの執行した段階ではしっかりと、いくら計画が立派なものであろうとも、いわゆる行政マ
ンのとらまえかた全てそうな~んですが､特に事業面はしっかりとしたちゅうことになってくださ
．い。

■■~1
それでは独自要求の項目については十分な回答をしていただけなかった面もあるんですけれ
ども、時間的な都合もありますので、基本要求、これが基本、我々が解放運動の中で基本になる、
一番大事なものいうこと、これは福井県連だけが提出しとるもんやないんです。これは全国の都
府県連でやっておる共通の問題なん。だから我々福井県だけがトップを抜いて反対方向へ走って
行くいうわけにいかんと思います｡そういうことで真剣に皆さんのご参加をお願いしたいと思い
ます。それでは基本要求について。

⑰

会進行)

それでは続きまして基本要求項目に入ります｡要求項目を■§読み上げます｡ ~
一本要求を読み上げる)

これ以外にもう一つ人権擁護法案について、県が考え方を示して欲しいいう文書があったんで
すけども、これはいま書かれておらないんですけども、人権擁護法案については口頭で答える、
真剣にこういうことについて県の行政として答えていくさかいにことでく文書に出来ないのなら
口頭で答えていただきたいと申してありますので、 5番目に人権擁護法案についての考え方、ま
た要請行動をお願いしたいいうことが入っておりますので、それを付け加えておきます
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県側から各要求項目に対する回答を一括して順に読み上げ
1 「法」期限切れ後の同和行政に関して

一般施策を活用（創設も含む） し、今後いかにして部落差別の撤廃を図ってい
くかを明らかにされたい。

特に、上記の視点を踏まえた基本方針、基本計画を明らかにされたい。
（和田福祉政策課長が回答読み上げ）

実態調査の実施に関して

県として、早急に全面的な部落実態調査を実施されたい。
（和田福祉政策課長が回答読み上げ）

2

3人権行政の推進に関して

①これまでの同和行政の成果を踏まえ、人権行政を創造されたい。
②人権行政を推進していくための基本方針、基本計画を策定されたい。
（野坂県民生活部次長が回答読み上げ）

4 「人権教育・啓発推進法」の具体化に関して

① 「人権教育・啓発推進法」を広く県民に普及・宣伝されたい。
② 「人権教育・啓発推進法」をうけた「人権教育・啓発基本計画」を策定された

い。

③ 「人権教育・啓発基本計画」を各自治体が制定するように指導されたい。 ~
（野坂県民生活部次長が回答読み上げ）

5人権擁護法案に関して、以下の事項を政府をはじめ各関係方面に要請されたい。
（野坂県民生活部次長が口頭で回答する）

■■■■ド
それでは、皆さんお疲れやと思いますので、 10分間のトイレ休憩をしてもら~った後、再開さ
せていただきたいと思いますので､そういうことで3時10分にここにまたお集まりください。
それではお願いします。

(休憩 15 ： 01）

I
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各基本要求項目に対する回答について質疑応答
1 「法」期限切れ後の同和行政に関して

~ 一般施策を活用（創設も含む）し、今後いかにして部落差別の撤廃を図ってい
くかを明らかにされたい． 。

特に、上記の視点を踏まえた基本方針、基本計画を明らかにされたい。

l－と~ 「
それでは慌ただしいですけども、次に会合を再開させていただきます。それではいま県の方か
らご説明あったんですけれども基本要求部分について。

■■■
そしたら私の方から時間の関係もありますので凝縮をしてですね､再度問題提起をさしていた

~だきたいと思います。まず基本要求1のですね「法」期限切れ後の同和行政に関してでございま
すけれども、県の答えは要するに、いま現に現実に存在しています新長期構想でありますとか或
いは学習福井でありますとか産業福井でありますとか､そういうようなことで対応していくとい
うことが一つと。それから人権教育のための国連10年福井県行動計画に沿ってやっていきたい、
こういうことですよね。部長、間違いないですよね。そこで申し上げたいのですけども、意見具
申96年の、そこにはどのように書いてございましたか。これは室長にお聞きしましょうか。一
般対策でやっていく。そういうような中身でしたか、室長。

齊藤同和対策室長

大体そのように認識しております。

一■■

大体って。そこに工夫という言葉が入ってませんでしょうか。どうやって工夫するんですか。
同和問題の解決のために､一般対策をどうやって工夫をするというふうに県としてお考えなのか、
室長どうですか。

齊藤同和対策室長

ですから一般対策で掲げられている長期構想ですとか､そういう事業を実施する中で工夫を凝
らしていきたい。

■ﾛ■■

いや、長期構想の実施、長期構想いう、部落問題の具体的な解決方法について明記されてるん
ですか。 「法」期限切れ後の部落問題の解決の方策について明記されてるんですか。 されてない
わけでしよ。

齊藤同和対策室長

そうです。

咽し…………"､意…‘壜書いて塗魯でL…
守らなければないかんのでしよ、県の行政は。 ~
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和田福祉政策課長

~お尋ねの件の、おそらく教育、産業、就労等のところと思うんですけども、 これにつきまして
はまさに、ここにご回答させていただきましたけれども、一般対策ということで同和地区である
か同和地区でないかということを問わず、その地域の状況であるとか、また事業の必要性に応じ
て必要な施策を講じて…

龍瞳一雲…したよれ 胸｡て一職封蕊も…誉か。
篭と菫§､きん竺竺ちらは百も承知してRZ~E話し､それに犀苦葡5皐禮員隼
を受けてね､芦わって新しい4つの事業が一般対策として創設されたでしよ｡室長知っ
てるそれ。

齊藤同和対策室長

はい。

－■~
なんですか。

齊藤同和対策室長 ~

それでそα臺塞は知っておりますけれども､福井県としては現在
かその方々 れから部落解放同盟福井県連の方々と先日
ついてどうしたら良いか話し合ってきたと~いうところです。

と

に

』

「■■■

認散をk淫た祥の喫いです｡具体的にどんな課題があうて､どういう事業を導入す
ることによって毎毎ですね同和対策が進んでいくのかということに関わって､すで
に既定の路線が引かれているわけじやないですか。

齊藤同和対策室長~

原則は引かれていますけども.．

■－－】
それはまだ導入してないでしよ。

齊藤同和対策室長

ですから先日一､ 相談いたしまして､こういう仕事をして行きたいと、
それにつきまして、これから今後ご相談に乗っていこうと、そんなふうに話し合いをしました。

■‐■

地域交流促進事業とかありますね。例えば－つ揚げれば。それってやれてますか国に対して。
まだでしよ。ていうことは何もやっていないということ。そうじやないですか。何もやろうとし
てない。だとすればいかに長期構想があったとしても、何々計画があったとしても何も進まない。
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そうじゃないですか。そもそも特別措置法って何故出来たんです。

齊藤同和対策室長

私はこれから進めて行きたい、そんなふうに理解しています。

■■■
これから進めていくというのをお答えなっている、あなたが室長でしたつけ。

齊藤同和対策室長

~はいそうです。

■室長あのね､それこそそのきちんとした具体的な方向性､その担保をうちがほしいわけ｡そ
のために今日来てるわけ｡■とつしたって､せっかく工夫を凝らした新しい一般対策を出
来てるのに、それをどうにもしない。その他の対策に関わってですね、－体これから何をしよう
としてるのか、何もないんじゃない。 ゞ

齊藤同和対策室長

現在酢は色んな事業をしておられます｡それは私も知っておりますし､それを更に地域
の方々との交流を進めるとか、それから啓発の拠点としていくとか、それにつきまして後は話を
進めていくと、そのために私は理解しております。 ，~

はっきりしている事は、新しい4事業、国に手上げて補助金。補助金っていうかそれに見合っ
た予算をですね、導き出してないわけでしよ。ていうことは何もやろうとしないということ。だ
から担保がないじゃないですか、この答えには。そもそも特別措置法が出来たのは、それまでは
一般対策しかなかった。その一般対策もですよ部落を素通りしてきた。だからこういう格差が生
じてきた。それを国の責任だということで、それを早急に解決しなければならないからというこ
とで特別措置法出来た。様々な面で格差は解消されてきました、確かに｡､しかし明らかに部落に
対する差別意識というものは現に存在してるわけですね｡そういうものを解消して行くと同時に、
まだまだ幾つか存在をしている様々な格差であるとか､そんなものを解消して行くためのですね、
工夫を凝らした一般対策が今求められているわけでしよ。それを一体どう考えてくれてるのかと、
こちらが聞いてるんです。

齊藤同和対策室長

私が今関心を持っているのは､差別意識について特に関心を持っておりまして､さっー
■おつしやられたように､それはなかなか難しい問題だなあと私も思っております。

あのね難しいものだなあと、そりや私達も思っていますよ、はっきり言って。どういうふうに
したら差別意識を不拭することができるのかと我々も真剣に考えてる。だけど室長、言うたら悪

~ いけど、我々と同じぐらいその悩んでもるてる姿ちょっと見受けられないです。まず、どう工夫
を凝らして行くのかということについて、こう次回がきちんと答えもらわんことには、毎年同じ
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答えで話しにならんと思いますよ。部長そうですよね。一般対策どう工夫を凝らして今ある課題
をですね解決をしていくのか。それについてやっぱり必要でしよ、どう。 ~

仲井環境部長

~おつしやるとおり、そういう方向に向かうべきだと思っておりますし、地対財特法が失効した
後、これからは各地方、地方が独自の考え方を入れながらですね、県連と十分話し合いしながら、
どういうような方向の一般施策というのが一番良いのか､そういうこともどう模索していくべき
かなと思います。

［ －ｺ ~

だから支部は当然要求し続けるわけです｡■事ひとつの事を取ってもね｡しかしですよ、
こちら側に例えばどういう一般対策があるかというね知識が仮に無いとしたらねその先進めな

■

いでじよ・県の行政はそれこそ委員長がおっしゃったように、私らより数段ね学識性も高い人達
睦?かりなんですから､そして行政ﾏﾝなんですから国にどういう一般対策があるか一
関わった新しい一般対策をどのように使えるか、これを周知徹底せなあかんわけでしよ。支部に
も部落の人達にも知らしめな､こういう事業を使っ 事業をもっと豊かなものにしてい
きましょと提案する側でしよ。知らんかつたらほっ~とくでは済まんでしよ。その点室長、 くれぐ
れも言っておきますよ。

ヤ
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2実態調査の実施に関して

県として、早急に全面的な部落実態調査を実施されたい。

■■■■
2番目の実態調査の件ですけども、これはまず質問をさせてもらいます。運動団体が個々人の

プライバシーに関わる調査の実施に消極的または否定的な考え方を持っているとこうお書きい
ただいている。これどこの運動体ですか。

和田福祉政策課長

運動団体ということで少し控えたんですが、これについては、はっきり申し上げたいという、
申し上げてくれということならば、これは全日本同和会の意見ということです。

一■~

確かにそういう意見をお持ちの運動団体、幾つかあることを私どもは良く知っております｡福
篭瞳芳2味占｡亡吹噂いた団体が存在するんでしょうね｡君うこ方〈蔀落羅融礁
井県連準備会ない ですね､実態調査をしてもらいたい｡こういう要求を差し上げて
いるわけですね。それに関わって反対があるから出来ないっていうのは県の取るべき姿勢なのか
どうか、これをお聞きしたいわけです。国の段階でも私達がもうここ数年間要求し続けてきてい
るにも関わらず、様々な国の誤解があるんですね。つまり解放同盟また事業を求めてると、特別
法、特別法を求めようとしてんのかというような、これはもう実にトンチンカンな誤解しか過ぎ
ないんですけども、これがまた不拭をされないということなどもあって、意識調査をやろうとい
う方向にはまだ具体的に向かっていない、これは認めます。しかし今私が言いましたように、我
が部落解放同盟は特別措置法とか、今後とも特別対策をとか、これ一切求めるつもりはないわけ~
です、求めてないんです。ですから今ある部落差別の実態をですね、行政の調査によってきちん
と明らかにしてもらいたい。その上に取って、立ってこれからの課題は何かということを明らか
にしてもらいたい。こういうふうに言うてるわけです。一部にプライバシー云々というような団
~体があることは知っています。じゃ今までの調査は何だったんです。国の調査は｡ ~たいがい県、
市町村がやってきた今までの調査は何だったんです｡プライバシーの侵害じゃなかったですか。
そうじゃないでしよ。では無かったからこそれなりにですね調査の必要なパーセンテージありま
すよね、有効回答数だけではなしにですよ・ありますよね。例えば20%や30%の回収率がそ
の市町村に意味がないわけですね。少なくても半分以上、その回答があって成立するでしよ。実
際今までそう,いうふうにして成立してきたわけじゃないですか。プライバシー云々と言うような、
ある種意図を持ってね反対している人達のことを理由にしてですね調査をしない。こういうこと
はでは成り立たないじゃなし､んですか。プライバシーは大切です。ある意図を持ってというよう
な反対意見にはですね、耳を貸す必要がないのではないかと私どもは思うんですが、どうですか。

~

和田福祉政策課長

回答にもさしていただきましたけど､これは多くの市町､団体の考えということで消極的､否
定的だったということでございます。県としては調査を行っていく中で、市や町または関係団体
の協力なくしてそれは難しいというふうに考えておりますし､そこで意図的ということでなくて、
実際相談させていただいた中で､個々人のプライバシーに係る調査の実施ということで住民の理
解を得られないという意見いただいておりますので､そうした中で県としての調査は難しいとい
うふうに私は言わざるを得ないと考えております。
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､

ここに来てはる人に意見聞きました。運動団体に聞きました、ここに来てはる。聞いて難しい
ということですか。

和田福祉政策課長

これは昨年度の交渉を踏まえまして、部落解放同盛さんの方から要望出てきましたので、その
時にも関係市町村さんの考えもあるけれども研究したいという回答をさせていただいたわけで
す。それを踏まえて関係団体、関係市町を回りまして足を運んでそれで調査をした、調整してき
たという結果ですので、それは、そちらのスタンスというのは十分承知の上で…:. ．

■■■■
出来るか出来へんかの話やないでしよ。するかしないかの話を聞いてるだけでしよ。

■■■■
あのね、通常ね、県がね様々の調査をするときに、市町村にね、やっていいかどうかつては聞

幽:善勤憲窺麗~無鰯謁駕繊黒駕厚
1号零細需礎殿Iこ渡る調奪もし型､砿もやったし､相当数のですね都府縣調書暴裳
じゃ､今やろうとしている｡L ~■今年度､近く調査をするわけです｡それは､それぞ
れの行政の姿勢を反映してのことです。県なら県の責任を持って調査をするわけです。それを今
私どもが求めている。福井県に求めているわけです。部長、福井県としてどう、やる気はあるん

~ ですかないんですか

仲井福祉環境部長 ~ 、
今課長が申しましたように、昨年度の交渉以来、我々は市町村を今回の調査につきまして時間
をかけて各市町村または運動団体等確認した結果ですね、出来ないというふうに判断をしており
ます。

■■■■
~ 実態が分らへんかったら、これからどないして施策できるん。

I ■■
出来ないというふうに判断なさったわけですか。

で､県が各市町にこの実態調査はこういう意味で必要なんだというふうにね、
一つの市や町に対する啓発なんですよね。県の主体性の問題ですよ。説得しに回るのも、

出…いうように判断…ったとい…ようですけども~じゃ同…‐
ね反対の意見が、例えば一人でも二人でも声が上がってきたらもうしないんですか。しないんで
すか､~必要があってもしないんですか。 ，
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仲井環境福祉部長

今回時間をかけまして市町村等の調査をしたわけですけども、関係者等につきましても、各市
町村の考え方につきましてはその内容についてですね余りにも詳しいことにつきましては､各々
個々人がですね回答をしたくないというようなことも言っておるので､市町村としては協力でき
ないというようなことです。

■■■■
それやったら県民意識調査出来へんやない｡何故県民意識調査できて部落の実態調査できんの

や。

一■■

部長さん､この実態調査に､他所は入らんけども■まやってくれと言うのやる｡やれるとこ
ろをなぜやらん。

和田福祉政策課長

■■､方からは､調達もし県として行なうんであればどうなんかというととでお誌をさせ

蕊欝謙照無勢雪鰯器翌露礁農罵繊無
町村､運動団体の考え方が色'々あるという中で､出来る所だけ､■やりますというわけに
はいかないと思います。

■■■
だから、一応県がやるということにしといて、色々作業をしながらやね、全くやれないところ
もあるだろうし｛しかし中身によっては協力することもだいぶんあるだろうしな。それの努力全
然しとらんやないの。だから反対あったから止めよという話ではないと思うよ。 、

和田福祉政策課長

努力してと書いているからちょっと、我々も時間をかけて何度も足を運んでいますし、調査目
的について全部説明はしてます。そういう中で様々な考え方があるわけですから、県としてもそ
の考え方っていうものを尊重しなければならないと思ってます。

じやあね、先ほど一般対策、いやアンケートやつたわな・それは一般の支持層やわな。これ同
和問題っていうのは同和地区の実態を調べない限りやね同和行政の方向は出てこない｡それであ
なたどう書いてある。同和問題は深刻にして重大な社会問題。こんな位置付けしながらやね、ど
っからこれ出てくるんや。実態調査をしないのに部落の中も調べないのに、どうしてこんな同和
問題を深刻にできるか、どっから出てくる。

和田福祉政策課長 ~

我々としてもそれは、それはこれまで関係の市町或いは皆様方とも話はして来ているわけです
し、そういう中で施策ニーズを聞いて必要に応じて施策をして行くという中で行っているわけで
すし、そこである程度成果を上げていると思います。 ~
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三一一二

いや課長、あんたそんな力こぶ入れんでもいい。あのね、これ大事なことで真剣にお答えなっ
ている事は分るんですよ。分るけれども同和対策事業特別措置法が制定交付をされ、そして進行
してね行政のレールでしっかりととらまえてきた。そして今延べ、それからの国家予算の中で国
の或いは地方自治体の総額が一兆二千億からの金を国民の血税を使って、これはいかに大事なこ
とであるかということなんですよ。ですからね、こんな場合、あなたがそういう力こぶ入れて今
おっしゃることは分るけれども一生懸命にお取り組みになってるということは分るけども、この
言葉を実態から学ぶ、差別の実態が現存に今日の悲劇であるということ。このことから学んでや
らなければ行政は歪めていきますよ。ですからね、いやキバッテやっていただいているのはよう
分るでね、それは僕らでも

本人が差別を受ける、冒頭

身に纏う、仏門に帰依して

で今、解放同盟の地域のね差別を受けている、
したが、あいさつの中で、差別に二つの法衣を

態ですがそこに差別の実態がありました。その

法衣を身に纏い一生懸命仏門に帰依して頑張って仏の道を説き、ひとり公明正大で感謝をする気
持ち、努力をする気持ち、そして皆さん連帯を組んで良くしようという仏の道を説いどる連中ま
でがね、そういう差別を起こしているんですよ。今日ね。ですからそういう実態が福井県の中で
ありますので、こういうようなことは差別の実態をもう少し扶り出して、実態から学んでいただ
いて、そしてとらまえていただきたいいうことを言うてるんですからね、今そのね、もうこれで
おしまいだと言えることの言い方じゃなしに、ここまで皆が集まって言てるんですから、も~う一
度ひとつ真剣に話し合ってみて、そしてもう少し挟り出してみよう、そしてもう少し考えていう
ことは出来ませんか。

亜て意見…
■■■~

いやいや。ちょっと。

■■■■~ 。
室長の横の人に聞きたい。

■一D
~いや今、今……

二一■■■

部落差別は、部落差別はあると認識してるの。室長のそれ今回答した横の人。あるのないのど
っち。 ~ ．

和田福祉政策課長

あります。

’ I

あるんやろ。ほんなら33年間特別措置法の時代は終わったん。この33年間の特別措置法の
時代が終わった段階で、今どんな形で部落差別が現れているのかということを、しっかり知る必

26



要があると違うの。 33年間の行政の成果があるやろ。そうでしよ。住環境整備が著しく、確か
に極｝j?"I¥｡醇果上げてきた｡でも､もう一つの側面で言うたち‘睦的塞別あ簡愚
ついては先ほど ､いや県の実態調査で現れたようなことが出てきてるわけよ､市民意
識調査の中で。ある意味で返すんだったら250の広聴者っていうのは、県にとって非常に大事
な人や。その人達が820人に選んだ人やろ。ある意味でこんな言ったら失礼やけどかっこつき
やけど、ある程度常識持った人達の調査結果やろ。あの中でも、例えば人権侵害を受けた、どこ
行くっていったら、泣き寝入りしてる実態出てきた。今この段階でどんなふうに福井県の部落で、

豊喜駕霧琴 譽露懸灘唾鱒期篁臓達
したらね。福井県の、県の考え方っていうのがあるけど、なんぽい~っても歴史がはっきりしてい
るわけや。従来行政が部落を行政外の行政として位置付けてきたわけや。そういう中で同和対策
特別措置法を運動体で勝ち取ってきた｡そうしたら今の福井の例えば新しいビジョン何かあった
ね。あのビジョン中に部落問題がどう位置付けられているか。部落差別がある限りきっちり位置
付けせなあかんと違う、福井のビジョンの中に。位置付けできてるんか。出来てないからそんな
回答なっているんと違うんか。部落差別があるなら、ある限りあんたらの責任と違う。我々の責
任か。部落側の責任かこれは。室長どう思う。あんたへラヘラ笑るてるけどあんた自身が決める
問題やね。地元と話しした話ししたというてるけど何を提案したんや、先つきのはなしやないけ
ど｡おのれ勉強の仕方全然分らんとやな我々の側から物事をよこせよこせと言うとるんと違うん。
今までは特別対策でやれてきたわけや。これから一般施策はおたくらがボンボンこつち提起して
くれなあかんやろが。そうと違う。それが行政マンの責任と違うんか。答えてみ。

齊藤同和対策室長

~ですから福井県では、皆様からのこのような懇談会の場を通じてご要望をお聞きし、それを基
~に私達も知恵を出し合い、そうして解決していこうと。

出てないから言うてるんやないか。解決する方向出てないやないか。 ~

｢ ■

いやいや。だからね、今、今の問題、今の問題言うてこれが一番大事な核心に触れてるんやか
ら、今ここでダメだという姿勢ね、もうこれでいっぱいいっぱいなんだと課長が今おっしゃった。
そういうことは分るんですよ。でも一歩引いていただいて、しかし同和会の、いや同和会の諸君
はそういうようなことがあったということで、余りそれを刺激を加えて出来ない、或いは強圧、
強制にそのことを行政指導もできない、いうことなら。それも一理あると思う。けど努力も限界
があると、ここまでやってきたとおっしゃるのも分るけれども、今この問題は心得違いしている
連中もあると思うんですよ。ですからね、やっぱり大事なこととして取り組んでいるんですから
県の行政のレールの上で､或いは洋の東西を問わず、国連でも今人権問題が強く叫ばれているで
しょう。我が国でやっぱり固定化され集積化されたこの部落問題が根底に残っているんだから、
この問題で言うてるんだからね。だからもう少し努力も皆さんの要望されることも分る。で、努
力をしてみようという言葉が出ないか。あんたがたもこれであかなんだと言うから、もうそんで
サジ投げ、おまえらでやれ、おまえら言うてることは理が通らんということで終わる。放置する
んなら、一般行政の中でもヒビが入るぞ。県民の一番豊かな県政をやると言うてる栗田県政にヒ
ピか入るぞ。これはあんたがたに言うとくけど。もう少し努力をしてみようということの姿勢だ

I
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けは持ちなさい。それが行政の姿勢ですぞ。私はそう思う。

仲井福祉環境部長

よくわかりました｡今､■・らいろいろとございましたように､我々としましても､先
ほどから申し上げておりますように、あの、各県でそれぞれ事情は違いますけれども、ま、この
問題につきましては、先ほどからも申し上げておりますように、市町村、他の運動団体、たいへ
ん反対の強い意向を持っているところもございます。 しかしながら、時間はかかると思いますけ
れども、今後、県連合会と相談をしながら、考えてまいりたいなと思っておりますので、よろし
くお願いいたします。

－■
仲井部長、どこと相談されるんですか？答申の精神はまだ生きてるんですか？死んでるんです
か？答えてください。同対審答申の精神は生きてるんですか？

仲井福祉環境部長

我々といたしましては、法が失効をしても、精神は生きてると考えております。

■■■■ ~
そしたら、同対審答申の中に、寝た子を起こすなという考え方には断じて同意できないと答申

はうたってるんです。寝た子を起こすなという考え方には断じて同意できないと、当審議会は。
どうですか？書いてますな。その視点から見たら、我々部落差別は、我々自身の課題でもある
んです‘皆さんの課題でもあるし。我々差別を受けている側からしたら一日も早く解決したい。
今’ 33年間の同和行政の中で今の差別がどんなふうに現れているかということを、私たちも知
りたい。お宅らもこれからの行政の側から言ったら知るべきだ。そっから啓発やとか、教育が出
てくるわけです。そのことを明らかにせん限り、それは、ある意味では、パテックスと一緒やb
あちこち貼るだけや。根本は直らん。ね。啓発啓発と一言で言うてるけれども、教育もそうなん。
皆さん，一変立場代わってみなはれ。皆さんの子どもや、何の言われもなく部落に生まれただけ
で~就職や結婚や自己実現すらできない世の中がまだあるわけでしよ。我々，叫んでるわけです、
我々は。それを何で受けとめられないんですか1血の通った県政の大事と違うんですか？なぜ、
そういう作為が受けられないんですか？先ほどからビジョンの書いてないこと、もう1回言うけ
れども、確かに格好のいい名前なんですよ｡~新長期構想ふくい21世紀ビジョン、ね､~心豊かな
学習福井の創造、 というけれども、教育現場では、どんなことが起こってますねん。心豊かな教
育の福井というなら､教育現場ではどんなことが起こってるの？就職現場ではどんなことが起
こってるの？この市民意識から見てったら、雇用する側は、部落の人は要りませんというのが当
たり前と違うんかい？そういう結果があるんと違うんか、実態調査の結果は。そしたら個別具体
的な部落解放のビジョンを出さなあかんわけです。そのことのために実態をやれと言うてるんや
から。

齊藤同和対策室長~

ですから、先ほどからも申し上げてますように、部落解放同盟の福井県連合会の方々からご要
望なりご意見なりをお聞きして一緒に考えると。

■■■
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君、そんなこと言うてるけどな、我々言うてること全部聞くんかいな？

齊藤同和対策室長
3

いや、それはあの、できるものとできないものとあります。

＜周りからの声あり。詳細は聞き取れない＞

■■■ ~
聞くんならいいけれども。

■■■
あのね、え－と、今室長は、そうおっしゃってるんだけど。あなただけが室長をやってるんと

違うぞ。昭和44年から県の行政のレールにとらまえてからね、同和問題を真剣に、同対法がで

~きて公布・制定されて、それからず－つとあんたんとこの組織を知事が同対室を作られてからは、

あなたで何代目になります。あなただけがやってるんと違うんや。それでね行政というのは、た

またま職制の上であなたがきょう同対室長になっていなさる。あるいは福祉政策課長が主管課の

課長としていなさる。そういう方々は、たまたま人事の中で、あの人が適当であるという適材適

所の人事で派遣されただけですから、今までの過去のやつは、引継ぎのときにしっかり学習をな

さって、そして、今日の時点でこの本職である職務はどうであるべきかということをとらまえて、

で、いっぱいやってなさるんだけれども、問題としては日進月歩で、行政も社会経済もだんだん

変わっていつとるんですから、ですからその時点でこういう問題が出てきたら、ああ、ワシの時

~にこんな問題出てよったなということを思わずに、思わなくて〈人間というのは、あんただけが

やるものでも、全体、県の知事以下皆さんが、教育行政も含めて、皆でとらまえる問題なんです~

よ・ね。で、僕は自治研修の場で同和問題をしっかりとらまえてくださいと常に我々言ってるの

は、そのことをみんなの県の職員の皆さんが、自分の問題として一番最初に、福井県の同和行政

をやり、人権行政をやる中では、その問題を学習せないかんのやということは、前から言ってま

す。ですから、 自分だけの問題としてとらまえるのも大いに結構やし、悪いけれども、なかなか、

どういうことにもならん。あんたが今、言いにくいしやりにくいというのは、いわゆる部落を抱

える市町村もあるんやし､それらの意見も､今､たまたま■■問題も出たけれども､自分だけ
でやりたいと思っても、なかなかやれるもんではない、場合もある、それは。ですから、そこら

へんのところは努力研鎮をしながら、現実連帯の社会やから、皆の連帯を組みながらやっていく、

そういう説得をする。そういうことは大事だと思うから、私は、率直に栗田知事に会って申し上

げとるわけや。課長、わかるか。私の言うこと。あの、これはね、そこで打ち切ってしまったら《

それで終いになるんですって。そうやなしに、いいこと、ためになること、世のため人のために

なることは、やっぱり研鐙をして、努力をしていこう、知事は明るい、 日本一の明るい豊かな県

にしようということで、栗田知事はおっしゃってる。立派なことなんですよ。その要になってい

く、問題提起をさせてもらっているのだから、いいことはもう少し話し合いをする期間だけは、

時限だけは、我々もやっていく、皆さんもまた、その間に知恵があったら言えというようなこと

をおっしゃっていただいた方がいいんじやないか。わしはそう思う。で、それを部長はさっきお

っしゃってるんだから。で、あの、室長、あんただけが責任を持って、こうや言うてあんたがや

ってるんと違うぞ。 同和行政なり部落解放を、あの室長、君が一人でやれるもんならやって

み。やれるもん違うぞ。それは。だから、あんまり、責任としては持ってもらうのは大いに結構

やけど、現実の実態として、できないことまであまりそういうことは言いなさんな。努力をして
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していこう、みんなとスクラムを組んでいこうということで、その辺で止めてもらったほうがい
いと思う。そしたら我々も、納得がいきやすいというように思います。

■■■■~ ~
ちょっと、一つ聞かせてください。県行政として、今後の部落問題解決に向けて実態調査が必

要だと考えているのか、考えてないのか、そのことを－つ聞かせてください。

■~■■

~ それ、 1番の回答と矛盾するんと違うか？ 一般施策の活用にあたっては､~地域の状況や
~事業の必要性の的確な把握のもと対応してまいりたい、 と。

~二一
市町がどうのこうのじゃなくて、県行政として必要かどうか、そんなん要らんと思ってるのか。

そんなん要らんと思ってるのなら、もう要らんと答えてもらったらいいし。

■■■■、
地域の状況というのは実態把握と違うのかい。 ~

■■－二 ~
早く次に行かないと、時間切れになるんで､ ~その…。

和田福祉政策課長

実態を踏まえた形での行政というのを行っていくのは必要であると考えております｡今ちょっ
と、やりとりの中で、少し、相手方というんですか、その強調しすぎたきらいがあったかも知れ
ません。部長もおっしゃいましたけれども、我々としても、今後、市町村との折衝、また、そう
いったことについても努力していきたいと考えております。

■■■
実態把握の必要性があるんかどうか、や。

’

LD

同対室長、齊藤さん､~悪いけど、 自分、同和対策審議会の答申、知ってるんか？

齊藤同和対策室長

~ ~何度も読ませていただいています。

~ ＜聴取不能＞何度も読ませてもらってるって、それは、暗記できるく
か？ あの精神は、歴史が変わったって、あの精神は変わっ言ていない。
りがんばってくれなあかんやんか。

夕

らいの気持ち持ってるん

あんたがやっぱりしっか

ー

では、部長さん、実施の方向で検討していくということでよろしいか？

30 I

~
~
~



仲井福祉環境部長

はい、先ほど申し上げましたように、時間はかかるかと思いますけれども、 十分検討して行き
たいと思います。

一二
それでは、次の問題に移ります。

心

/
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｢法」期限切れ後の同和行政に関して

一般施策を活用（創設も含む）し、今後いかにして部落差別の撤廃を図ってい
くかを明らかにされたい。

特に、上記の視点を踏まえた基本方針、基本計画を明らかにされたい。 ~

1

I 1 』

~一番最初の、法期限後の同和行政について。ここに書いてあるこれね。同和行政の基本方針
~と基本計画と。先ほど、何か、福井県の長期構想の中でやるというとる。その長期構想が我々
と話すというが、話したことない。わしらも全然知らん。全く。そんなことやるという話にはな
らん。だから、いつぺんそのことについて、名称にはこだわらんと思うよ。その中に同和問題が
きちんと入れてあるんなら、名称はどうでもいいと思う、だけど、どうでもいいことないと思う。
ごっつう迷惑してる。やっぱ、その話はしっかりしてもらわんとな・そらあ、そちらが勝手に、
こっちの話何も、意見聞かんと、で、これでやりますんやという話や。 さっき、あんたの答えの
中でな、同和問題はっきり何も書いてない。同和問題が中に入つとらんのに、こんなもんで同和
行政やれるんかいな。部長どうですかね。

一

仲井福祉環境部長

地対財特法が失効をいたしまして一般対策に入るわけですけども、当然のことながら、こうい
~ったですね懇談会とか個別の打ち合わせをしながらですね、地域の実状とかニーズ、そういった
要望を聞く中で。

■■■ ~
そんなら、長期のこれ書かんでもいいじゃないの、これは。

仲井福祉環境部長

もちろんこれは全体のですね､県民全体の方向の中に一般的な施策としての方向を示したもの
でありますので、その中で同和問題については、こういった場、それから個別にお話を聞きなが
ら、先ほどもご回答させていただきましたけれども…。＜他の発言が重なり聴取不能＞

■■■~
やはり、同和行政が一般対策なったんなら、今後の同和行政をどう進めていくかという同和行
政の基本指針と基本計画を立てない限りやね、やりょうがないじゃないか。福井県の同和行政。
あなたたちが完全に差別なくなったいうんなら、それでよろしいよ。今さっき、あるとお互いに
話しとるやないか。じゃ、それを解決するのに、どういう方法で、示す、やっぱり県が示さなあ
かん。今後の同和行政がどうやるかというものを、それがやっぱりなかったら、どうにもしょう
がないでしょう。だから名前は別にして、やはり今、これを長期構想の中でやりたいというんな
ら、その中できちんと同和問題をこうしていきたいということを、文言をしっかり入れてやね、
ほかのことはみなこうして入ってるわ、同和問題だけ文書入いつとらんいうんでは。

■ _l

ちょっと大事なことは、振興局長さん、振興局いうのは後退局や破壊局とは違うな。文字どお
り、振興局、あの義務教育課長、それから高校教育課長やら皆さん、学校の関係の人も見えてる。
振興局いうたら振興さすための、あの、 ところでしよ。違うんかな。学校、小中学校、義務教育
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から高校教育を預かってる君ら、返事せんか！ お尋ねしているんやから。謙虚にこちらが、ひ
たむきになってお尋ねしているのに、返事しなさい。振興局言うたら、どういうことや。どうい
う字を書くかくわかってるんか、あんたら。だから、振興局長に申し上げている。後退局とか破
壊局とは違うんか。振興局というのは、え！ ですからね、今、仲井部長だけのような問題から
言うのは、僕は一つの、室長にしる担当課長にしろ、そこだけの問題と違う。 問題が

謬も．たまたま出てるんですから、同和地域を訪問して、集中的に訪問してるのは、
すよ。ご存知のように。ですから振興局の中でもね、一つ我々も協力して、あの、勉強していこ
ういうくらいの言葉くらいは、よその火事ごとみたいに知らん顔をしていてね、そのへんね、 う
まいことやってくださいよ・ （旭嶺南振興局長：はい）それを申し上げるために皆で議論を。振
興会、あの、この学校教育も、な、恩師の言葉王道を一番大事にして人間教育をやって基本的な
対策、これ。そういう方々もな少しは、あの、そういうものを全部こう助言、進言してもいいん
だって。あんた方まだ人形さんみたいに座っているんだけと違うん。学校、なにその、教育、そ
の社会教育、人間教育の進路補償につながる問題から何からみな言うたるぞ、今から君らに。問
題提起したるわ。解放同盟から条件的には出しとらんけれども、条件を出せというならなんぽで
も出すぞ。一番大事な教育の場や、あんた方。ですからそういうときにはね、これは関連がある
な、自分達にも関連があるんだな、こういうことやな、ちょっとな、そういうことぐらい言いな
さいな、教育の先生方やから。

旭嶺南振興局長

ま、あの、教育の問題につきましても、もちろん限界がありますし、教育事務所がありますし
よく相談します。

■それは、振興局の文字の問題やから。

旭嶺南振興局長

はい。振興、正に前へ進む振興局でございますので、仲井部長ともよく相談しながら、前へ進
むように努力して行きます。

／
、
（

■ ■ ~~
-番近く心問題やからね､ <聴取不能>今日出た話しことはね｡だからそこらへんどの

~ 実態を、考え方というか、そこの部落の考え方、またどこかにあろうと、教科書に書いてあろう
と、何が書いてあろうと結構です。そういう大事なことやから、皆の問題として取り組むような
指導性は、やっぱり出してください。

同和行政の基本方針、啓発はもう出来ないんやな。そう捉えてよろしいか。まあ、これで済ん
だ話やない。これから先の福井県の同和行政はどうすんだと、こうなるんや6はっきり言っとく。

■■■■h
いやいや、だから今．．…．。

L－ 可
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え－と、それではね、 3番の問題に移りたいんですけれども、その前に時間的なことで、我々
はあの、同和室長と相談の中で、まあ､だいたい4時に終わりたいと言うてもたんですけれど、
問題解決しない場合は4時半まで延長するいうことを約束してるわけです。中央本部には4時半
にいうことで連絡はしてあったわけです。 4時半でよろしいですね。もうあと、 5分ほどしか、
5分もないんですけれども。＜打ち合わせ＞あと30分。そしたらそれでよろしいか。これは同
対室長との約束事で4時に終わりたいけれども、延長する場合もあるいうことで了躍券猩でわけうことで了解を得てわけ
です。

仲井福祉環境部長

わかりました。

ず

』

b
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3人権行政の推進に関して

①これまでの同和行政の成果を踏まえ､人権行政を創造ざれたい。
②人権行政を推進していくための基本方針、基本計画を策定されたい。

■
それでは次、 3番の問題。

■－~ 3番の問題で、福井県がようやく人権条例の制定作業を進めていただいているのは、たいへん
結構なことだと私どもも受けとめている。ただ、あの､~福井県連の文書によりますと、福井県で
は35自治体中、条例が1、宣言が4しかできていない。これが様子のようですね。ですから一
っは、県の条例をいつまでに制定をしていただけるのかいうことが－つと、それから県がせっか
く制定をしていただけるわけですから、他の市町村ですね、これは部落を含む含まないにかかわ
らず､ ~人権条例でございますから、その促進方についてですね、県として主体的に努力をしてい
ただけるのかどうか、 ~この点について－つお聞きをしたいということです。あと－－つですね、 3
番にかかわりましては、例えば県に人権審議会というような審議会はですね、この人権の精神に
ふさわしい形でお作りをいたく気はおありなのかどうか、ということですね。その人権審議会の
て、人権行政、基本方針というようなものを県でお作りいただく気はあるのかないのか、この点
について私の方からお聞きしたいです。

新町生活企画課長

ご質問の点について、お答をさせていただきます。昨年のこの交渉のときにも内部で検討を進
めるということでお答をさせていただきました。それから後、鋭意努力を重ねているところでご
ざいまして、今現在、県庁内部で学識経験者等の意見をいただく、聞かせていただく組織を作っ
て、ここで色々意見をいただいているところでございます。具体的には、今年度内ということで
ございますけれども、今度の2月議会までには条例を制定したいと思っておりますし、－つ付け
加えさせていただきますならば、併せて、行動計画の見直しも今やっておるわけでございますけ
れども、この行動計画の見直しの方を先に進めまして、－つ前の議会､~ 12月議会くらいまでに
は行動計画の見直し作業を済ませて、それから2月には条例を県議会に提案をしたい、というふ
うに今のところ思っているところでございます｡それから審議会というお話がございましたけれ
ども､審議会という性格のものになるかよくわかりませんけれども､あの､行動計画､先程から
なんべんも重ねて申し上げて恐縮でございますけれども、作ってからしばらく経ちました。各課
で今それぞれ取り組んで予算措置とかやっておりまして、これらの進捗状況というのは、この懇
話会にもどういった所が、着手している課はどんだけあって、未着手の部分も現実にはございま
す。そういったところは、何処と何処の部分がまだ未着手になってるとこか、という進行管理、 ~
進捗状況を報告をいたしておりますので､そういった意味での報告をするということであるなら
ば報告をするということであるならば、そういった細かいときに報告していきたい、というふう
に思っております。 ~

■■■
あの、審議会というのは当然、県に対してですね答申をする､ ~そういう性格のものですよね。

ですから、ただ単に懇話会というものではなくて、県のですね、あの基本姿勢というものをです
ね具体的に作成していく、そういうようなものなんですね。 と同時に、部落問題だけじやなしに、
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障害者の問題であったり、在日の問題だったり、様々な差別問題がありますから。で、それらの
当事者をできる限り、その審議会の委員として含めていただいて、そして、その行政代表なり学
識経験者を含めた形での総合的な人権審議会､そういうものを今提起をさせていただいたわけで
すが、それについてはいかがですか？

新町生活企画課長

はい、あの、今、提言ということでございますけれども、今の、行動計画、条例につきまして
も幅広くご検討いただいておりまして､学識経験者ということで一括りで今話をさせていただき
ましたけれども、もちろん、いわゆる大学の先生をはじめといたしまして、女性の分野、また高
齢者の分野、外国人、またたぶん、もちろん同和関係からも、 1名出てきてもらうということで、
-組織を立てておりますので、あの､~そういったことが、あの他府県の、ちょっとお話逸れるかも
~しれませんけれども、他府県の条例等を見てみますと、審議会とか、それから今お話のありまし
た、基本計画というのは条例で位置付けをされておりましてですね、こういったことも含めて、
ここで今の各位からご意見をいただいて､条例の骨格を作っていきたいなというふうに思ってい
るところでございます。

■■■

じゃ、再確認の意味でお尋ねしますけれども、今、条例の策定の準備をしていただいている中
で、その基本計画というものを作らなければならないとか、そういうことは、その後しようとし
ていただいているわけですね。

新町生活企画課長

あの、各県の状況などを踏まえて、 こういった状況になってますということは、報告をして
論議をいただこう~と。

■■■
懇話会であるとか審議会であるとか、同種の内容を持ったそんなもんについても、条例との関

係で運営をしていく、 こ~ういうように理解していいですか？

新町生活企画課長

~謡霞としては必ず上がってくるものだというふうに理解しています。

■ ~■ ~
話題というんじゃなくて、県行政の基本的な姿勢なり方向性として、そういうものをお持ちい
ただいていると、そういうように理解していいですか？ ~

新町生活企画課長

この回答のところでも書かせていただきましたが、今、基本方針とか基本計画というのは、今、
持っているという県の基本的な考え方はあるんでございますけれども、そういったことを踏まえ
て、論議をしていただこうと思っております。

■■■
いやいや、我々が要求をしていますのは､人権行政の基本方針一 うそう）で
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すから、先程のような長期計画云々という一般論のようなものではないん。そうしてるんですか。
新町生活企画課長

あの、福井県の行動計画、国連10年の行動計画というもの自体が人権全般にかかる基本方針
であり、また、基本計画であるというふうに認識をいたしております。

■‐■■

国連人権教育ですや。人権行政全般についての基本計画なり方針、無いと闘いとるんです。教
育のやつは､ ’0年のやつを見直して､国の教育啓発推進法に基づく基本計画に読み換えるとい
うのは、ようあのできた話やと思いますわ。じゃなくて、人権行政全般の基本計画なり基本方針
はどないですかという話や。

新町生活企画課長

はい、あの、国連10年原書自体は、人権教育の中でおっしゃるとおり、国連､’人権教育のた
めの国連10年という…

~~ いや、人権行政というのは、教育だけやつとけばいいという話ですか。人権行政というのは、
教育と啓発だけなんですか？

新町生活企画課長 ，

教育啓発を含めた全般的なものだということです。

だから、人権教育の10年行動計画やったら漏れるところが出てきますやん。

新町生活企画課長

あの、福井県の行動計画、ごらんいただいたかと思いますが、各種、すべてのものに広がりが
あるものというふうに思っていますけども。 ~

q言 ~
名前変えたほうがいいんじや。

野坂県民生活部次長

今、名前変えたほうがいいんじやないかというお尋ねがありましたが、確かに今私どもが説明
しましたのは、人権教育というふうな名前がついておりますが、内容といたしましては、教育は
もちろんですけれども、･施設整備等、まあ総合的な観点からですね、まとめられた計画でござい
まして、このネーミングはですね、将来、違ったですね、適当な、例えば基本計画とかいうネー
鳶蛮ツ?薄れば､また､~畦です甦量ういうふうな名前に変更函､;忘基墓あ
りうると思いますが､ とにかく今､ わっていただきまして人権懇話会を作りまして、
行動計画の見直し、それと人権条例の策定作業をやっておりますので、そういう懇話会の意見も
踏まえながら､今後の在り方等というものも研究してまいりたいと思います。
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~ 一色単にしたらいかんのやけど、人権教育啓発推進法あるでしよ。それの基本計画、基本方針
は、今までやっている国連10年のく聴取不能＞ひっくり返した法律なんや。そうでしよ。仲井
君｡ ところが今､人権行政の蕊方針､基本計画というのは､これはもう､ もうひとつ大誠も
のですね｡だから､今さっき､ ったように､啓発啓発でないわけでいろんな施策も

: 鱒:童謡鱒鶏濯驚総講堂鱒窪轆
の人権教育や基本方針、それが出来たからと意味やというにはならんと思いますね。それは段階~的~ に作られたらいいんやけど。

5J

6
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4 「人権教育。啓発推進法」の具体化に関して

① 「人権教育。啓発推進法」を広く県民に普及。宣伝されたい。
② 「人権教育・啓発推進法」をうけた「人権教育・啓発基本計画」を策定されたい。
~③ 「人権教育･啓発基本計画」を各自治体が制定するように指導されたい。

■■■■
あのね、この4番については、 3番とよく似たところがあるんですね。 4番も含めて今からま

た話し合いをしていただきたいと思いますので。

あのね、 4番について、一つ二つ私の方から問題提起をしたいと思います。4の意見に対する
答えでですね、人権啓発フェスティバルを始め、人権週間の行事や広報活動等を通じて、この広
報というのは、当然、例えば県民だよりとかいう県の広報誌、その中で、きちんと人権教育啓発
推進法、ないしはですね、その基本計画ですね、そういうものが周知徹底をされてるという理解
をしていいですか？私が申し上げているフェスティバルが行われるのは、わずか1日や2日、
3日でしよ。或いは人権週間って1週間でしよ。そういう時に集まる人の数って限定されている
でしよ？それで周知徹底されていることにはならんでしよ｡少なくても県民だよりなら県民だよ
りという県の正規の広報誌、そして、あらゆる場で、常づねその基本計画というようなものが徹
底をされているのかどうか。 ということです。どうですか？

新町生活企画課長．

こういうイベント等は、今おっしゃったとおりでございまして、短期間で終結です。で、こう
いったところも、もちろん、広報していかなければならんということで、出版等その他色んなも
ので広報いたしておりますし､~それから､広報の手段としてはあと幾つかありまして、県の広報
誌もございますし、それからあの、皆さんが覗けるかどうかはよくわかりませんけれども、ホー
ムページとか、いろんなものを使って広報していくという姿勢で行っております。

ロ一■

だから、基本計画を、ちゃんともう広報に乗せていただいていますかと例えば聞いてるわけで
す。まだでしよ、たぶん｡それ全然頭になかったでしよ。ぜひ、そういうことをしていただきた
い。これ、約束しておきましよ・できる事でしよ、充分。それから教育委員会の方ですね。あの、
今と同じ問題をお聞きしますけれども、学校教育や生涯教育を通してですね、この教育啓発法の、
その基本計画等について、周知徹底なり、その実践に向けての動きというのはちゃんとしていた

~ だいていますか？どなたがお答えいただける。

加藤義務教育課長~ ~

義務教育課の加藤でございます。人権教育の技術につきましては、それぞれの研修会の場にお
きまして、教員の資質能力の向上に向けまして、いろんな機会を捉えて､~実施をしているところ
でございます。また、人権教育にかかわります資料等も作成しまして、研修会のときに活用し、 ~
教員の資質能力の向上に尽くしております。また、指導方法の改善ですとかいろいろな教材など
も作りながら、子どもたちの人権意識の向上に向けましていろいろと取り組んでいる状況でござ
います。以上でございます。 ~ ~ ~
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5人権擁護法案に関して、以下の事項を政府をはじめ各関係方面に要請されたい。

~塗迩時…間ですL､…に八，叢すけど…も識……響
をいただいたように思っているわけですけれども、 ~人権擁護法案ですね。 ~これにかかわって今、
各都府県ですね、知事レベルからもですね国に対して意見書出されつつあるんですね。或いは議
会でも県議会等でも《そういう動きが活発になってきているところです。で、先ほどの部長のお
答の中ではですね、全国知事会の中で、そのことが示されています、 と、いうことでしたけれど、
福井県としてもですね、具体的に同和地区を抱えている、そういうその、行政としてですね、主
体的に、この人権擁護法案のですね、矛盾性ないしは危険性、そういうものにかかわって国に意
見を出していただくというのは、あってしかるべきことなのではないか。このように思っている
んです。この私どもの要望はですね、今日この場にお座りいただいている皆さん方一人ひとりに
かかわる問題なんですね。つまり、皆さん方も例えば人権侵害をいつお受けになるかわからない
わけですね。で、その際にですね、アンケート調査に示されているようにですよ、黙って我慢し
たというようなことがあっては、これ、ダメなんでしよ。いやもう、我慢の尾が切れたと。それ
でどこかに救済を求めなければならんというそういう事態だって､大いにありうるわけでしよ。
それが例えば、国にたった5人、しかもその内訳を言えばたった2人の常勤がいますね。そんな
不充分な制度では、何の足しにもならない。これは常識的な判断だろうと思うんですよ。そうい
った例えでそういう県の職員の総意を受けて県としてですね、国に意見を提唱すると。これはあ
って当然だと思うんですが。部長、いかがですか？ ~ ~

仲井福祉環境部長

人権擁護法案につきましては現在国会の方でいろいろと各種の党派の方から問題が出ながら、
それを議論にして、どんな方向が一番いいのかというようなことを議論されているわけでござい
まして､ ~あの、我々といたしましては、当然、近畿ブロック知事会、そして全国知事会、これは
当然、各知事が直接、全国の知事と議論しながら要望をしていく~ということでございますし、た
ぶん個々の知事だけでは要望が弱くなるということも含めまして､全国知事会なり地域の副知事
会で、そういった知事会の中で要望しようということでございますので、そういう方向の中でや
っておりますし、あの、今後県独自の要求につきましては、県議会の方、それから各県の状況
を踏まえながら、慎重に検討していきたいなあと思っております。

■
あの、私どものつかんでいる限りでは、近畿の知事会でですよ、今の問題が議論になったとい
うようなことは聞いてないことなんですが、部長は、そのあたりの情報は得てらっしやいます
か？

仲井福祉環境部長

あの、 1~4年度の6月の春の近畿ブロック知事会に、人権が尊重される社会福祉の実現として
6番目に上がっております。 ．

■I■■■

人権擁護法案の問題にかかわってですか。

１
１
１
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仲井福祉環境部長

あの、この中で､ ~人権擁護施策の推進ということがございまして、その中で、人権教育および
人権啓発に関する法律に基づいて云々ということで、この施策の効果について実施するようにと
いうふうに。

■■■~
人権擁護法案まで議論になってないでしよ。教育啓発だけですから。ですから、擁護法案にか
かわっても､もう既に例えば私のほう るとかですね､■っていうような動き
もありますので、もう一度この点にかかわって、庁内で議論していただいて、県としての姿勢を
できる限り示していただければありがたい、こういうことです。で、あの、本部から要望書た
くさん項目があって、この－つひとつに議論する時間はなかったですけど、改めてお読みをいた
だいて、今の提起をしていることを考えていただきたいと思います。それでよろしいですか。

仲井福祉環境部長

あの、近畿ブロック知事会の件につきましては再度確認をさせていただきます。それから他の
~件につきましても、ただいま私が全部申し上げたとおりでございます。

■■■■~ ~．
すみません、室長さん、あの、全同対の方からは人権擁護法案について国への要望はなさらな

いんですか？ ~

L

齊藤同和対策室長
ノ

少々お待ちください。

1■■■
あの、近畿の同対協でもですね、この話を受けて、福井県としての同和対策に向けての、人権

擁護法案にかかわったときに意見等国に要望すべく積極的に働きかけていただけたら、こういう
ことで室長、それでよろしいか。時間がないんだし。それでよろしいか？だから近同対あるでし

~ ょ。そこで人権擁護法案の問題等について、今日の話し合いを含めた形でですね、意見を積極的
1こ述べていただいて、国に近同対としの要望も出せるように、そういう努力をお願いしたい、こ
ういうことです。中身は近同対でそれぞれ議論があって…常

~齊藤同和対策室長

今年度の全同対からの国に対する要望書の中で法務省に対して､人権擁護案が審議されている。
実効性のある制度の確立を図られたいと、いうふうに要望しています。

■ま、それくらい自分もわかっているんですよ｡、今、議論をした問題があるでしよ。国の人権
委員会だけでは駄目だとかね、色々あるでしよ。事務局をどこに置くとか、そういう問題に関わ
って解放同盟として具体的な提起をそれぞれの県にしているわけですから。ね、今もここで我々
したんですから。そういうことを受けて、福井県としては、同対協にこういう意見を言っていく
と。そういう見解をまとめておいていただきたいと要望しているわけですよ。いいですか？
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齊藤同和対策室長

今日こういうお話があったとはお伝えしたいと思います。

■■~要望しとるということが伝わればいい。

■一に
だから、わからんかなあ、一人ひとりの問題だと言ったでしよ。メディア規制がちゃんとなっ

たら、どうなるんですか､、皆さん。皆さんが人権を侵害されたときにはどうするんですか。 と
いうことなんです｡福井に人権行政の基本方針を作るべきだと言ってるのは､そのためなんです。
私たちだけのために言ってる問題じゃないんだから。ね、いいですか。

返事ぜ兀添

■■■

~ 福井県連としては、それを要望してるやということをはっきり言ってくれたらいい。

齊藤同和対策室長

わかりました。

咽か…
1■■■ロ■

ど?學､本騨､をりj罫とうございました｡実りある交渉とは言いにくいんですが､本日の交
渉のまとめを■

■■■
もう時間が迫ってますんで､簡単にまとめさせていただきますが、残念ながら、なかなか厳し

いまとめとなる気がしますけど、前進した面もございます｡~全般的に見てね、前回と同じ回答が
出てきてまして、そして、また、あの、我々の基本要求ね、これはやっぱりもっと理解していた
だかないと。基本要求の同和行政の方針、基本計画、そしてまた人権行政の方針､~基本計画、そ
れがなかったらね、いくら色々な事で、その時その時の話し合いで進めていくと言っておられま
すけれども、やはりそれはあくまで枝葉のことであって､~中心の柱、幹がなかったら、どうにも
ならない。それが、同和行政の方針であり、基本計画ですね。また、人権行政の方針であり、基
本計画ですわ。それがまあ、きょうの話し合いの中で、充分な回答が得られなんだと。これは非
常に残念ですわ。しかし、これがこれで終わりというものではないです。私は、私どもはあくま
でも追求して行きたいと思づてます。また、人権、実態調査については、再度検討していくと、
前向きの回答を得たので、非常に期待はしとるんですから、ぜひひとつ、期待を裏切らないよう
に頑張っていただけると思っとります｡~そして、また、特に部落の実態を調べていかない限り方
針は出ないということを､ひとつ肝に命じて欲しい｡いくら回りの一般の中で価値があるとかな
いとかいう話がもちろん大事なことや。しかし、我々はどういう日常、部落差別の中で苦しんで

②

1
0
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ヘ

いる、また侵害されているということを、やはりきちっと踏まえていかないと、同和行政に進展
はないと思っています。それと、最後に人権擁護条例の中身について回答を見ても、ぜひひとつ
今抜本修正してほしいということを全国的に展開しております。そういう意味を含めて、きょうぐ ．

の話し合いの中で要望したことを是非、取り上げていただきたいと思っとります。簡単ですが今
日はそういう総括にさせていただきます。まあ、付け加えていうと、後の道路関係ハード面につ
いては前向きな答えを得ておりますのでそれは、感謝をしてます。どうもありがとうございまし

‘ た。

どうもご苦労さんでした｡それでは最後に感想詞■らお願いします。

■■■
それじや、一言御礼を申し上げます。きょうは中央本部からも、大勢の者が参りまして、私た

ち県連の要望を皆さん方に、特に仲井部長さんを中心にして、振興局長さんの旭局長さんを中心
にしてお話をさせていただきました。非常に熱心に、若干、真剣のあまり差別の実態をそのまま
吐露するというか、皆様方にわかっていただく、理解をしていただくために、若干の文才のなさ
から、粗野な言葉も飛び出したかもしれませんが、その点は聡明な皆さんが善意に解していただ
ければありがたいというように思います。で、あの、今の知事以下皆さんの責任ですから、責任
を、立場をしっかり踏まえていただいて、今、全国的に洋の東西を問わず、全国的に世界全体が、
人権問題の大事さを捉えておる時期にございますので、特に福井県は行政の面で、 10年の取り
謹み蕊いは将来のなくするための取り組み､これをやって皿るんですが､ま､個摘雪韮
不充分なところもお互いにあると思いますし、今、総括の いましたが､そういう

…臺別の集鰭“ようなこともあります｡ありますが､最初に､

今あります。この実態をね、見過ごしたり、ごまかしたり、見て見ぬふりをする中で、部落解放
はあり得ません｡いくら百万の言語をもって､字句を弄した狡滑な表現をしてもね､真実は一つ。
この実態から今日的な差別の実態から学ぶ、このことが現実にならなければ、私はまやかしもの
陸って､罵亨かし”1Fなって､第二第三の差別ができる､いうふうに思います｡~で､~≦
■学校で《差別事象が､今日の落書差別が起きております｡これは､教育委員会の方へ、
~教育長の西藤教育長の西藤さんの方に、問題提起を教育委員会からしますけれども、これらにづ
いても現実の実態の中でそのような差別が起きています｡同和教育を大事にする、顕現教育をや
るんだ､部落は寝た子を起こすんだ､いうことを言いながら~宣合1llｧ雨確日上‘表1,,易』一三二 ．-さ‐、い

ザ

観光

に近

中で

その実

作って

きてい

差別事象が起きています。これは何かということをね、土木行政の皆さん、そして県の職員全体
が、 目を開いてもらいたい、いうことと。県行政の中に、部落出身の職員が一人もいない。これ
が近代産業の就職の門戸を閉ざされているということなんですよ。これはね、教育の次元の浅さ
もあるし、いろいろありますけれども、ここらへんのところをひとつ、教育の担当者の方々はど
こらへんに問題があるんだ、いわゆる近代産業に就職の門戸を閉ざされているのは、福井県の県
行政の中にあるんだということを、しっかり認識していただいて、子どもたちの育成､教育に努
めていただきたい。一つよろしくお願いをしたいと思います。本日は、どうもお忙しい立場の皆
様方が曲げて時間を裂いていただいて､熱心に討議をしていただいたことに対して感謝を申しま
すと共に、ありがとうございました。 これからもよろしくお願い申し上げます。
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■■－－司会進行）
それでは、閉会のご挨拶を、仲井部長さんお願いします。

仲井福祉環境部長

本日は長時間にわたりまして､熱心にご意見を賜わりまして､誠にありがとうございます｡大
変、歯切れの悪い答弁もあってご不満な点もあったかと思いますけれども、本日いただきました

罰: 嘉窒麗鬼 蕊職ﾐ熊纂鰯熟入
ん残念に思っていますので､西藤教育長の方にも私の方からも伝えておきたいと思っております。
今後とも、ご協力をよろしくお願いを申し上げまして、閉会の挨拶に代えさせていただきます。
ありがとうございました。

■■｢－‐洞会進行）

どうも､ありがとうございました単本部一まじめ各県の委員長さん､執行委員の
方ありがとうございました。支部の皆様も大変ご苦労様でした。これで終わらせてい方溶去孝寺これで終わらせていただきます。
どう~もありがとうございました。

(16 ： 32終了）
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